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1

はじめに

『現代日本語書き言葉均衡コーパス（Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese:

以下，BCCWJと記す）』は，1976年から 2005年までの 30年間に書かれた現代日本語の書

き言葉を収録する，1億語規模のコーパスである。このコーパスの設計にあたり，我々はいく

つかの調査を行ない，コーパスデザインのための基礎資料として用いてきた。これらの調査結

果，およびそこから設計されたコーパスデザインの詳細については，2007年度および 2008年

度に刊行した報告書（丸山・秋元, 2007, 2008）の中で述べてきた。

本報告書で述べるのは，上記の設計に基づいてサンプリングを実施するための，理論的背景

と作業方針の詳細である。報告書は，第 I部と第 II部から構成される。第 I部では，サンプリ

ングの理論的背景と BCCWJで実施するサンプリングの基本方針，そして実際の印刷紙面か

ら書き言葉をサンプリングするための基本的な考え方を提示する。第 II部では，第 I部で示

した方針に基づいてサンプリング作業を進めていくにあたり，どのような事例をどのように処

理しているか，その個別事例と判断基準を挙げていく。

先に刊行してきた報告書，そして本報告書により，コーパスデザインの基盤となる調査結果

とそこから得られる構成比率などの詳細な設計図，そしてサンプリングの理論と手順が示され

ることになり，コーパスの設計からサンプルの取得に至る一連の作業手順が明らかになる。

コーパスの設計にかかる基礎調査とその集計は，丸山岳彦，秋元祐哉，山崎誠，前川喜久雄

らが中心となって担当した。実際の書き言葉を対象としたサンプリングの実施手順や基準の作

成については，柏野和佳子，稲益佐知子，田中弥生，秋元祐哉，佐野大樹，大矢内夢子らが中

心となって担当した。実際のサンプリング作業は，安部達雄，市原乃奈，遠藤直子，久古直，

佐藤真奈美，志賀里美，田口久美子，立花幸子，趙恩英，長門美帆子，服部紀子，三浦智子，

保田祥らが，これを助けた。

『現代日本語書き言葉均衡コーパス』のサンプリング作業では，以下の各機関・各社よりご

協力をいただいています。記して感謝申し上げます。

国立国会図書館，日本図書館協会，立川市中央図書館，東京都立中央図書館，

東京都立多摩図書館，東京都立日比谷図書館，八王子市図書館，

横浜市中央図書館，一橋大学附属図書館，自治大学図書室，

株式会社 学習研究社，株式会社 小学館，ヤフー株式会社 （順不同）
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の方針と基準



5

第1章 理論的背景

丸山岳彦

均衡コーパス（Balanced Corpus）とは，ある言語（の部分集合）の特徴や性質を知るた

めに，その言語（の部分集合）の多様性をできるだけ忠実に反映するようにバランスよくサン

プルを収集して構築される言語資源である。この点において，均衡コーパスを構築する作業と

は，標本調査を行なうために標本を抽出する作業と基本的に軌を一にする。

本章では，本報告書の前提として，書き言葉を対象としたサンプリングにおける理論的背景

について述べる。また，書き言葉を対象として標本調査を実施するためには，どのような点を

考えておかなければならないかについて示す。

1.1 標本調査とは何か

標本調査（Sample Survey）とは，ある集団の一部を取り出して調査し，その結果から集

団全体の特徴や性質を推定しようとする調査方法である。国民の意識や社会の動向を調査する

ために行なわれる社会調査や，工業製品の品質管理，薬品の疫学調査のために行なわれる品質

検査など，日常のさまざまな場面において統計情報を得るために実施されている。これに対し

て，集団の全てについて調査を行なう方法を全数調査または悉皆調査（Complete Survey）

と呼ぶ。ある時点における国民の人口・性別・年齢・就業などを調べる国勢調査は，全数調査

に分類される。

全数調査は，調査対象となる集合が大きくなるほど，時間・予算・手間などのコストが増え

ることから，その実施は現実的には不可能になる。そこで対象の一部を標本として取得し，そ

の調査結果から調査対象の全体を推定するという，標本調査の方法が採られることになる。こ

のような考え方は，推測統計学（Inferential Statistics）に属する。

このことを，言語調査に置き換えて考えてみよう。例として，以下の 2つの調査を考える。

• 『源氏物語』で用いられている語彙の調査

• 現代日本語の書き言葉で用いられている語彙の調査

前者であれば，『源氏物語』全体の語数が調査可能な規模である以上，全数調査が可能であ

る。事実，古典作品の用語・用例索引として，『万葉集語彙索引』『源氏物語語彙用例総索引』

などの語彙索引が作られており，文学作品の計量的な分析に役立てられている。

一方，後者を全数調査で調べるためには，「現代日本語の書き言葉」の全てを収集し，そこ

に現れた語を全て数え上げなければならない。「現代日本語の書き言葉」の総体が捉えどころ

のない以上，このような全数調査は言うまでもなく不可能である。この場合，調査対象となる

「現代日本語の書き言葉」を定義し，そこから標本を抽出し，その調査結果をもとに調査対象

全体の特徴や性質を推定する，標本調査が選択されることになる。
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1.2 標本調査の方法

適切な標本調査を実施するためには，以下の手順を踏む必要がある。¶ ³
1. 母集団の定義

2. 抽出枠，抽出方法の決定

3. 抽出単位，標本サイズ，標本数の決定

4. 母集団のリスト化

5. 標本抽出µ ´
以下では，言語調査の中でも「現代日本語の書き言葉調査」を例として，各手順をどのよう

に考えればよいかについて述べる。

1.2.1 母集団の定義

標本調査の実施にとってまず必要とされるのは，調査の対象となる母集団（Population）

を定義することである。母集団が定義されるためには，その前提として，母集団に含まれる

要素が有限個の集合で，それらが数量的に把握できるものであることが求められる。さらに，

後の標本抽出のために，母集団を構成する要素はすべて明示的にリスト化されなければなら

ない。

ここで，現代日本語の書き言葉を調査することを考えよう。この場合，母集団を定義するた

めには，そもそも何を書き言葉と見なすのかをまず考えなければならない。また，その書き言

葉を数量的に把握し，明示的な形でリスト化しなければならない。

一口に「現代日本語の書き言葉」と言っても，その外延は実に漠然としか捉えることができ

ず，それ自身を母集団として定義することはできない。これに対して，例えば，「書籍」「新聞」

「インターネット上の文書」などの媒体（メディア）による限定を加えることにより，母集団

として見なし得る調査対象が得られる。さらに，例えば，「2001年から 2005年までに日本国内

で発行された書籍に含まれる文章全体」「2003年に発行された朝日新聞に含まれる新聞記事の

全体」といった具合に限定を加えていくことにより，母集団を数量的に定義できる形に近づい

ていくことになる。

1.2.2 抽出枠，抽出方法の決定

次に，抽出枠（Frame）と抽出方法を決定する。標本調査で用いられる抽出枠の設定には，

母集団の構成要素をすべて一律に扱い，その全体から標本を抽出する「単純抽出」と，母集団

の構成要素を相互排他的な複数の層（Stratum）に分割し（層別し），各層から標本を抽出す

る「層化抽出」とに大別される。また，抽出方法には，「系統抽出法」「無作為抽出法」「2段抽

出法」などがあり，調査の目的や母集団の状態などに応じて選択されることになる。

さらに層化抽出の場合，各層から抽出する標本のサイズをどのように決めるかという問題が

ある。母集団を構成する各層のサイズに比例して各層から取得する標本サイズを決める方法を
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「比例割当」と呼ぶ。また，ある変数によって母集団の各層ごとに標準偏差を計算し，その分

散が大きい層から標本を多く抽出する方法を「最適割当」と呼ぶ。

1964年にアメリカで公開された Brown Corpusや 1990年代にイギリスで作られた British

National Corpusなどの代表的な均衡コーパスでは，書き言葉を “Informative Prose”と “Imag-

inative Prose”とに大別し，その下位に複数のジャンルを設定して層別を行なっている。Brown

Corpusの場合，15のジャンルに対して実際の出版量に応じて重み付けがされ，その重みに応

じて各ジャンルから収集するサンプルの数が決められている。これは，比例割当による層化抽

出に相当する。特に均衡コーパスの場合，ジャンル間における言語的特徴の分析に用いられる

ことが多いと想定されるため，適切な層別および層化抽出が行なわれていることが望ましい。

1.2.3 抽出単位，標本サイズ，標本数の決定

次に，抽出単位，標本サイズおよび標本数を決定する。個人の意見を問う世論調査であれば

個人が抽出単位となり，世帯の収入を問う調査であれば世帯が抽出単位となる。また，それら

の抽出単位を合計どれだけ収集するか，その標本サイズを決定し，その標本サイズを確保する

だけの標本数を算出する。適切な標本サイズは，調査の目標精度および母集団の分散（母分

散）に依存して決まる。

書き言葉が調査対象の場合であっても，調査目的に応じて妥当な抽出単位が決まることにな

る。例えば，書き言葉の文字を調査対象とする場合，最も理想的な抽出単位は「文字」であ

る。同様に，語彙調査にとって最も理想的な抽出単位は「語」である。しかしながら，「文字」

や「語」を抽出単位とした均衡コーパスの構築は，現実的ではない。むしろ，一定量の文章

（テキスト）を抽出単位として構築されることが通常である。例えば，1959年にイギリスで作

られた SEUコーパスでは，一律 5,000語の抽出単位が合計 100万語分収集されている。また，

Brown Corpusでは一律 2,000語の抽出単位が合計 100万語分収集されている。

標本数をどれだけ確保すれば母集団の状態を過不足なく調査できるかという点については，

特に言語調査の場合（中でも文法研究，コロケーション研究などを調査・研究の目的とする場

合），極めて難しい問題を含む。仮に母集団が有限個の集合であったとしても，そこに含まれ

る言語現象（あるいは，調査対象である所与の言語における言語現象）の種類が予測できない

以上，どれだけの標本サイズがあれば当該の調査・研究に十全かを予測すること自体が困難で

あるためである。

1.2.4 母集団のリスト化

以上の項目が決まれば，実際の標本抽出を実施するための準備として，母集団を構成する要

素を記載した母集団リストを作成する。前述のように，母集団は有限個の集合として数量的に

把握できるものでなければならない。既存のリスト，例えば住民基本台帳や選挙人名簿，事業

所名簿のような既存の名簿を母集団リストとして使える場合もあるが，独自に母集団リストを

作成しなければならない場合も多い。また，無作為抽出法を採用する場合，母集団リストに含

まれる抽出単位に通し番号を付し，それらを乱数を用いてあらかじめランダマイズしておく必

要がある。
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書き言葉を調査対象として標本抽出を実施する場合，母集団をどのようにリスト化するか，

という技術的な問題をまず解決しなければならない。個人や世帯，事業所などは抽出単位が明

確でリスト化しやすいが，書き言葉を抽出単位ごとにリスト化することは極めて困難であり，

何らかの方法によって擬似的に実現せざるを得ない。

1.2.5 標本抽出

実際に標本を抽出する段階では，一定の基準と手順にのっとって，均質的な標本の抽出が実

施されなければならない。このためには，調査者や調査期間の間でぶれが生じないように，抽

出の手続きが明示的に定められている必要がある。

書き言葉から標本を抽出する作業では，実際に書かれている言葉のうち，どの部分をどのよ

うな順序で抽出するか，という原理が問われることになる。この原理を取り決めた上で，抽出

単位となる範囲を取り出し，コーパスに収録することになる。このことを概念的に述べ直すと，

書き言葉から標本を抽出するためには，多様な体裁や構造を伴って実現している書き言葉を 1

次元の文字列（1個以上の文字の連鎖）として把握し，そこから一定範囲の抽出単位を取り出

す作業が必要になる，と言うことができる。

以上が，書き言葉を対象としたサンプリングにとっての，理論的背景である。実際の作業を

始めるにあたっては，上記に示した枠組みにしたがって，さまざまな項目を定義したり基準を

取り決めたりしておく必要がある。そこで次章では，BCCWJで実施しているサンプリング

の基本方針，および諸項目の定義について述べる。
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第2章 BCCWJにおけるサンプリングの
基本方針

丸山岳彦・秋元祐哉

前章で示した標本調査の理論的な枠組みに基づいて，以下では，BCCWJの構築にあたり

我々が実施しているサンプリング作業の基本方針を述べる。なお，以下で述べる母集団の定義

や層別の方法，構成比率の算出方法とその結果，実際の作業手順などについては，丸山・秋元

(2007,2008)でも示してある。

2.1 BCCWJの内部構成

まず初めに，BCCWJの内部構成について確認しておく。BCCWJの内部構成を，図 2.1に

示す。

3,500 2001 2005 3,000 1986 2005

Web Yahoo!

3,500 1976 2005

図 2.1: BCCWJの内部構成

各サブコーパスの概要を，以下に述べる。

出版サブコーパス： 出版サブコーパスは，書き言葉の生産力という側面に着目するサブコー

パスである。2001年から 2005年の間に国内で出版された全ての書籍・雑誌・新聞に含まれる

文字の総体を母集団として，ランダムサンプリングによって得られる約 3,500万語分のデータ

を収める。書き言葉が実際に出版された結果を，文字数という量的側面からできる限り忠実に

反映することで，5年間における書き言葉の生産に関するありさまを捉えることを目的とする。

図書館サブコーパス： 図書館サブコーパスは，書き言葉の流通・流布の実態という側面に着

目するサブコーパスである。東京都内の公立図書館に所蔵されている書籍（ただし 1986年か

ら 2005年の 20年間に発行されたもの）を対象として，ランダムサンプリングによって得られ
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る約 3,000万語分のデータを収める。書き言葉（書籍）が世の中に流通している状態を公立図

書館の所蔵状況によって近似的に把握し，世の中に広く行き渡っている書き言葉のありさまを

捉えることを目的とする。

特定目的サブコーパス： 特定目的サブコーパスは，生産・流通という側面からは捉えきれな

い，あるいは，出版サブコーパス・図書館サブコーパスの母集団には入らないけれども，書き

言葉の研究を遂行する上で必要と思われる種類の書き言葉を収めるサブコーパスである。白

書，国会会議録，Web文書（Yahoo!知恵袋），ベストセラー，教科書などを対象として，約

3,500万語分のデータを収める。収録対象期間はメディアによって異なるが，最長で 1976年

から 2005年までの 30年間とする。

これら 3つのサブコーパスは，「固定長サンプル」「可変長サンプル」という 2種類のサンプ

ルによって構成する。これは，それぞれ以下の 2つの方針を満たすための設計である。

• 統計的に厳密な言語調査に耐え得るよう，母集団からの抽出比を重視した設計にする。

• 文体研究・テキスト研究に耐え得るよう，ある程度の文脈を確保した設計にする。

固定長サンプル： 「固定長サンプル」は，母集団に含まれる全ての文字に対して等確率を与

えた上で，ある 1文字をランダムに指定し，その文字を始点として 1,000文字目までの範囲を

抽出するサンプルである。全ての文字に対して等確率を与えるために，母集団に含まれる文字

の総数をあらかじめ推計しておく必要がある。母集団（＝推計された総文字数）からの抽出比

が明確である点で，基本語彙表や漢字表の作成，語彙・文字調査など，統計的な言語研究に向

く。また，母集団の層的かつ量的な構造を忠実に反映する点で，統計的な代表性を備えた均衡

コーパスとしての性格を強く持つ。

可変長サンプル： 「可変長サンプル」は，固定長サンプルと同様，母集団に含まれる全ての

文字に対して等確率を与えた上で，ランダムに指定した 1文字を含む言語的な構造のまとまり

（「章」や「節」など，ただし 1万字を上限とする）を抽出するサンプルである。文章・談話と

してのまとまりを重視したサンプルであるため，テキストの論理構造の把握や文脈の分析，文

体の調査などに向く。

可変長サンプルは，3つのサブコーパスの全てに対して提供される。一方，固定長サンプル

は，統計的な言語調査を行なう可能性の高いサブコーパス，すなわち，出版サブコーパス，図

書館サブコーパス，および，特定目的サブコーパスの一部（白書など）に対して提供される。

さて，BCCWJにおける内部構成のうち，標本調査という性格を特に強く持つのは，出版サ

ブコーパス・図書館サブコーパスの 2つである。これらの部分については，母集団の定義，抽

出枠・抽出方法の決定，母集団のリスト化などの諸手順が，コーパスデザインの段階で厳密に

設計される必要がある。以下では，これらのコーパスデザインの中身，およびサンプリングを

実施する上での基本方針について述べていくことにする。
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2.2 サンプリングの基本方針

BCCWJで実施しているサンプリングは，図 2.2に示す基本方針に基づく。¶ ³
調査目的：文字・表記研究，語彙研究，文法研究，語義記述，変異研究，辞書編纂，教材

開発，言語処理研究など，種々の調査・研究の目的に供する。

調査対象：現代日本語の書き言葉を対象とする。特に，1976年から 2005年の間に発行
された刊行物を主たる対象とする。

母集団：文字数によって母集団を定義する。

抽出枠：母集団をメディア・ジャンル・発行年によって層別する。各層に含まれる文字数

の比を各層から抽出する標本サイズに比例割当する。

抽出方法：無作為抽出法とする。

抽出単位，標本サイズ，標本数：「固定長サンプル」「可変長サンプル」の 2種類を抽出
単位とする。出版サブコーパスの固定長サンプルを 1,000万語分取得することを前
提として，全体の構成比を算出する。

抽出対象：現代日本語で書かれた表現を抽出対象とする。µ ´
図 2.2: BCCWJにおけるサンプリングの基本方針

2.2.1 調査目的

BCCWJは，文字・表記研究，語彙研究，文法研究，語義記述，変異研究，辞書編纂，教材

開発，言語処理研究など，多様な研究目的に利用される汎用コーパスとして構築されることが

想定されている。すなわち，単独の言語調査のために構築されるものではなく，汎用的な目的

に供されるためのコーパスであるということである。

国民が政権を支持するかどうかを問う世論調査を考えた場合，そこで抽出される標本は，あ

る時点における政権の支持率を調査するという目的のためだけに利用されるものである。これ

に対して，大規模な言語コーパスは，通常，特定の調査目的のためだけに構築されるというも

のではない。むしろ，比較的長期間にわたって，言語研究のさまざまな用途に利用されること

があらかじめ想定されていると言ってよい。

2.2.2 調査対象

BCCWJに収録する対象は，「現代日本語の書き言葉」である。「現代日本語」の範囲や定義

についてはさまざまな考え方があり得るが，我々は「明治初年（1868年）以降に書かれた日

本語」を現代日本語と定義した。その上で，BCCWJ で主たる調査対象とするのは，「1976年

から 2005年の間に発行された刊行物」とした。
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また，調査対象の範囲を，以下のように定めた。まず出版サブコーパス・図書館サブコーパ

スで調査対象とするのは，「書籍」「雑誌」「新聞」という 3種類のメディアに含まれる書き言

葉とした。これらが「現代日本語の書き言葉」として十全な調査対象であるとは必ずしも言い

切れないが，現代日本語の書き言葉を構成する主たる媒体（刊行物）であるという点から，ま

た，すぐ後に述べる母集団を数量的に定義する可能性という点から，これら 3つのメディアを

調査対象として定めた。

出版サブコーパスでは，比較的短期間に出版された書き言葉の実態を知るという目的から，

2001年から 2005年までに出版された書籍・雑誌・新聞という制限を付した。また，図書館サ

ブコーパスでは，比較的長期間にわたって図書館に収蔵されている書籍を対象とする点におい

て，1986年から 2005年までに出版された書籍という制限を付した。

さらに，特定目的サブコーパスでは，上記以外のメディアに含まれる書き言葉を収録すると

いう目的から，白書，国会会議録，Web文書（Yahoo!知恵袋）， ベストセラー，教科書など

に含まれるさまざまな書き言葉を収録することとした。対象期間は，メディアによってまちま

ちではあるが，最長で 1976年から 2005年までの 30年間とした。

以下では，出版サブコーパス・図書館サブコーパスが対象とする「書籍」「雑誌」「新聞」と

いう 3種類のメディアに限って，そのサンプリングの方針を記述する。

2.2.3 母集団

書籍・雑誌・新聞の母集団は，文字数により定義する。これは，書き言葉を構成する最も基

本的な要素が文字であり，文字の量によって言語の量的な構造を把握するという見方に立つ

ものである。各メディアの文字数は，所定の期間に発行された書籍・雑誌・新聞に含まれる文

字数を推計するための調査を実施し，その結果によって定めた（調査の詳細は，丸山・秋元

(2007,2008)を参照）。

書籍（出版サブコーパス）： 2001年から 2005年の間に国内で出版されたすべての書籍に含ま

れる文字の総体。ただし，漫画・写真集・楽譜・地図のように言語表現が主体でないもの，1冊

が 40ページ以下の書籍等を除く。「現代日本語書き言葉の文字数調査」の結果，48,539,925,351

文字と推計された。

雑誌（出版サブコーパス）： 2001年から 2005年の間に，社団法人日本雑誌協会に加盟して

いた出版社が発行していたすべての定期刊行物に含まれる文字の総体。ただし，新聞，要覧，

漫画，非日本語による定期刊行物などを除く。「現代日本語書き言葉の文字数調査」の結果，

10,515,681,634文字と推計された

新聞（出版サブコーパス）： 2001年から 2005年の間に発行された，社団法人日本新聞協会発

行『全国新聞ガイド』において「全国紙」「ブロック紙」として記載されている日刊新聞，お

よび日本各地の有力な地方紙に含まれる文字の総体。「現代日本語書き言葉の文字数調査」の

結果，6,416,070,114文字と推計された。
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書籍（図書館サブコーパス）： 1986年から 2005年の間に国内で出版されたすべての書籍の

うち，2007年の時点で東京都内の公立図書館で共通に所蔵されていたすべての書籍に含まれ

る文字の総体。ただし，漫画・写真集・楽譜・地図のように言語表現が主体でないもの，1冊

が 40ページ以下の書籍等を除く。出版サブコーパスの書籍に含まれる総文字数とほぼ等しく

なるように調整した結果，都内 13自治体以上の公立図書館で共通に所蔵されていた書籍に含

まれる総文字数は，47,877,656,072文字と推計された。

2.2.4 抽出枠

書き言葉のメディアとして，書籍・雑誌・新聞という別を設けたが，これらをさらに，以下

の基準によって層別することにした。

• 抽出枠 (1)「ジャンル・発行形態」

• 抽出枠 (2)「発行年」

書籍の抽出枠： 書籍は，「日本十進分類法（NDC）」および「発行年」という基準によって，

母集団を層別した。NDCについては，表 2.1に示すように，国立国会図書館が書籍のタイト

ルごとに付与した「日本十進分類法（NDC）」の 1 桁目による 10分類，および NDCが付与

されていない場合（「記録なし」）の，合計 11種類に層別した。発行年については，出版サブ

コーパスでは，2001年から 2005 年までの 5年間によって 5層に，図書館サブコーパスでは，

1986年から 2005年までの 20年間によって 20層に，それぞれ層別した。

表 2.1: 「日本十進分類法（NDC）」による書籍の 11分類
0. 総記 2. 歴史 4. 自然科学 6. 産業 8. 言語 n. 記録なし
1. 哲学 3. 社会科学 5. 技術工学 7. 芸術 9. 文学

雑誌の抽出枠： 雑誌は，「分野」および「発行年」という基準によって母集団を層別した。分

野については，表 2.2に示すように，『雑誌新聞総かたろぐ』（メディア・リサーチ・センター

発行）において分類されている「分野」の情報により，6種類に分類した。発行年については，

2001 年から 2005年までの 5年間によって 5 層に層別した。

表 2.2: 『雑誌新聞総かたろぐ』による雑誌の 6分類
1. 総合 3. 政治・経済・商業 5. 工業
2. 教育・学芸 4. 産業 6. 厚生・医療

新聞の抽出枠： 新聞は「紙種および新聞タイトル」および「発行年」という基準によって母

集団を層別した。紙種については，表 2.3に示すように「全国紙・ブロック紙・地方紙」の別，

およびその下位に位置づけられる 16種の新聞のタイトルによって層別した。発行年について

は，2001 年から 2005年までの 5年間によって 5層に層別した。
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表 2.3: 新聞の分類
全国紙 朝日新聞，毎日新聞，読売新聞，日本経済新聞，産経新聞

ブロック紙 北海道新聞，中日新聞，西日本新聞

地方紙 河北新報，新潟日報，京都新聞，神戸新聞，中国新聞

高知新聞，愛媛新聞，琉球新報

上記の結果，総文字数によって定義された母集団は，表 2.4のように層別された（新聞の抽

出枠 (1)は，新聞タイトルによれば 16分類となる）。

表 2.4: 母集団の層別
メディア・サブコーパス 抽出枠 (1) 抽出枠 (2) 合計層数

書籍（出版サブコーパス） 11分類 5分類 55層

雑誌（出版サブコーパス） 6分類 5分類 30層

新聞（出版サブコーパス） 3分類 5分類 15層

書籍（図書館サブコーパス） 11分類 20分類 220層

抽出枠 (1)による分類と総文字数の分布を，出版サブコーパス・図書館サブコーパスの別に，

表 2.5，2.6に示す。

2.2.5 抽出方法

母集団からの標本抽出の方法は，層別無作為抽出法によることとした。すなわち，母集団を

層ごとにリスト化し，各リストを構成する抽出単位の全てに通し番号を付してランダマイズ

し，その結果の並びを優先順位と見なして，順に抽出単位を取得していくことにした。

ここで，母集団を抽出単位（個々のサンプル）ごとにリスト化する必要があるが，文字に

よって定義されている母集団をどのようにリスト化してランダマイズするか，という技術的な

問題がある。母集団に含まれる文字をすべてリスト化してランダマイズすることは，原理的に

は可能であるが，現実的には不可能である。そこで，何らかの方法により，これに近似する結

果を得なくてはならない。

これを実現するための手段として，次のような方法を採用した。まず，母集団に含まれる全

てのページを各層ごとにリスト化し，それらをランダマイズして優先順位を付した。さらに，

無作為に選ばれたページの中に印刷されている文字の中から 1,000文字を無作為に指定し，こ

の 1文字を，抽出単位を取り出すための基準点（「サンプル抽出基準点」）として利用するこ

とにした。このような 2段階の抽出（ページの無作為抽出，文字の無作為抽出）によって，母

集団に含まれる全ての文字をリスト化し，そこから無作為に 1文字を抽出することに近似させ

ることにした（母集団のリスト化とサンプルの抽出手順の詳細は，丸山・秋元 (2008) の第 3

章 2 節を参照）。



2.2. サンプリングの基本方針 15

表 2.5: 推計総文字数の分布（出版サブコー
パス）

層 総文字数 構成比

書籍 0.総記 1,636,414,548 2.50%
1.哲学 2,597,610,813 3.97%
2.歴史 4,301,204,340 6.57%
3.社会科学 12,408,321,943 18.95%
4.自然科学 5,069,594,034 7.74%
5.技術工学 4,615,929,967 7.05%
6.産業 2,196,387,437 3.35%
7.芸術 3,258,432,447 4.98%
8.言語 888,800,128 1.36%
9.文学 9,341,275,486 14.27%
n.記録なし 2,225,954,208 3.40%

雑誌 1.総合 7,421,447,806 11.34%
2.教育 877,875,592 1.34%
3.政治 456,459,405 0.70%
4.産業 110,640,958 0.17%
5.工業 1,468,293,360 2.24%
6.厚生 180,964,513 0.28%

新聞 全国紙 2,417,622,461 3.69%
ブロック紙 1,296,592,154 1.98%
地方紙 2,701,855,499 4.13%

合計 65,471,677,100 100%

表 2.6: 推計総文字数の分布（図書館サブ
コーパス）

層 総文字数 構成比

0. 総記 1,003,528,880 2.01%

1. 哲学 2,343,849,711 4.90%

2. 歴史 5,010,749,621 10.47%

3. 社会科学 8,946,058,392 18.69%

4. 自然科学 3,028,276,363 6.33%

5. 技術工学 3,149,144,051 6.58%

6. 産業 1,690,150,481 3.53%

7. 芸術 4,057,291,256 8.47%

8. 言語 956,625,910 2.00%

9. 文学 15,485,091,056 32.34%

n. 記録なし 2,206,890,351 4.61%

合計 47,877,656,072 100%
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2.2.6 抽出単位，標本サイズ，標本数

抽出単位は，先に述べた「固定長サンプル」「可変長サンプル」の 2種類とした。母集団の

中から無作為に指定された 1文字を「サンプル抽出基準点」として，そこから固定長サンプル

と可変長サンプルを同時に取得することにした。固定長サンプルは，サンプル抽出基準点とし

て指定された文字から数え始めて 1,000文字目までの範囲を抽出するものである1。可変長サ

ンプルは，サンプル抽出基準点を含む言語的まとまり（章，節など）のうち，1万字を上限と

する最大の範囲を見定め，その範囲を抽出するものである。

なお，1,000字・1万字という文字の数え方は，印字されている文字のうち，「仮名」「漢字」

「数字」「アルファベット」のみによってカウントすることとした。「句読点・疑問符・感嘆符」

「括弧・その他記号」などは，サンプルの範囲に含まれる要素として収録はするけれども，固

定長サンプル 1字，可変長サンプルの上限 1万字として数える対象とはしないことにした。こ

の区別は，純粋な言語表現を構成する文字種に限定して標本を取得することにより，より精密

な文字調査や語彙調査を実現しようという意図によるものである。

標本サイズ（コーパスサイズ）は，出版サブコーパスにおける固定長サンプルの合計を 1,000

万語とすることを前提として，そこから全体を算出することにした。1,000万語という数値は，

文字調査や語彙調査などの統計的な言語調査に十分耐え得るサイズとして経験的に判断したも

のである。さらに，1,000字の固定長サンプルを 1,000万語分収集するために，1語を平均 1.7

文字で構成されるものと試算して，抽出すべきサンプル数を 17,000サンプルと算出した。

各層から抽出するサンプル数は，各層を構成する総文字数を用いた比例割当によって算出し

た。これにより，出版サブコーパスとして抽出する 17,000サンプルの内訳が算出できる。す

なわち，多くの文字数が含まれている層からはより多くのサンプルが，少ない文字数しか含ま

れていない層からは少ないサンプルが，それぞれ取得されることになる。

さらに，図書館サブコーパスから抽出するサンプル数は，出版サブコーパスにおける書籍の

サンプル数と一致させることにした。これにより，ほぼ等しいサイズの母集団から，同一の抽

出比によって，同じサイズの標本が抽出できることになる。このような設計により，出版され

た書籍の実態を代表する部分と，図書館に所蔵されている書籍の実態を代表する部分とを比較

し，両者の特徴の違いを厳密に検討できるようにした。

出版サブコーパスと図書館サブコーパスから抽出されるサンプル数を，表 2.7，2.8に示す。

2.2.7 抽出対象

抽出対象としてサンプルに含めるのは，原則として，「現代日本語で書かれた表現」とした。

実際の印刷紙面上にある現代日本語の表現を，一定の基準と手順で取得していくことにより，

サンプルを抽出することにした。

一見，目の前に書かれている現代日本語の表現を取り出すことは簡単な作業のように思われ

るが，実際には非常に詳細な規則と判断基準が必要になり，かつ事例ごとに柔軟な判断が求め

られる場合が多い。例えば，カタログのような様式の印刷紙面上にある文字列のうち，どの部

1 実際には，サンプル抽出基準点が含まれる文の文頭，およびサンプル抽出基準点から数えて 1,000文字目が含ま
れる文の文末までが合わせて取得される。
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表 2.7: サンプル構成比（出版サブコーパス）
層 構成比 サンプル数

書籍 0.総記 2.50% 425
1.哲学 3.97% 674
2.歴史 6.57% 1,117
3.社会科学 18.95% 3,222
4.自然科学 7.74% 1,316
5.技術工学 7.05% 1,199
6.産業 3.35% 570
7.芸術 4.98% 846
8.言語 1.36% 231
9.文学 14.27% 2,426
n.記録なし 3.40% 578

書籍 小計 74.14% 12,604

雑誌 1.総合 11.34% 1,927
2.教育 1.34% 228
3.政治 0.70% 119
4.産業 0.17% 29
5.工業 2.24% 381
6.厚生 0.28% 47

雑誌 小計 16.06% 2,730

新聞 全国紙 3.69% 628
ブロック紙 1.98% 337
地方紙 4.13% 702

新聞 小計 9.80% 1,666

合計 100% 17,000

表 2.8: サンプル構成比（図書館サブコーパス）
層 構成比 サンプル数

0. 総記 2.01% 264

1. 哲学 4.90% 617

2. 歴史 10.47% 1,319

3. 社会科学 18.69% 2,355

4. 自然科学 6.33% 797

5. 技術工学 6.58% 829

6. 産業 3.53% 445

7. 芸術 8.47% 1,068

8. 言語 2.00% 252

9. 文学 32.34% 4,077

n. 記録なし 4.61% 581

合計 100% 12,604
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分をどのような順序で取得していけばよいか，日本語と外国語が混じった文章，数式や化学式

などが混じった文章をどう扱うか，表組みのように複雑な構造を持つ部分をどう扱うか，など

といった問題に直面するのである。このような問題に対処しながら，均質的な手順でサンプル

を抽出するのは，簡単なことではない。

書き言葉は，それが実現されている文書中において，「本文」「見出し」「注」「ルビ」「目次」

「前書き」など，さまざまな要素から構成されている。それらの要素は，漢字で書かれていた

り，仮名で書かれていたり，アルファベットで書かれていたり，記号で表現されていたりする。

書き言葉の印刷紙面からサンプルを抽出するためには，印刷紙面を構成する要素のうち，どの

要素をどのように抽出し，どの要素を抽出しないのかを前もって決めておかなければならな

い。言い換えれば，書き言葉の多様な構造はどのように一元的に把握できるか，さらに言えば，

さまざまな体裁を持つ書き言葉の実体から，1次元の文字列（1個以上の文字の連鎖）をどの

ように取り出すか，という問題について，考えておく必要があるのである。このためには，書

き言葉が持つ構造をあらかじめ体系的に把握しておいた上で，個別の事例に対処していかなけ

ればならない。

そこで，続く第 3章では，サンプリングを実施する上での判断基準として，「印刷紙面から

サンプルとして抽出すべき対象を認定する基準」について，詳しく述べる。
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書籍・雑誌・新聞などの印刷紙面から均質的な手続きによりサンプルを取り出すためには，

書き言葉の多様な紙面構成の中からサンプルとして取り出す部分とそうでない部分とを選別す

る判断基準を取り決めておくことが必要となる。そこで本章では，最も多様な体裁を持つ書籍

を対象として，(1) 書籍の構造をどのように捉えるか，(2) そこからどのような基準にもとづ

いてサンプルの範囲となる部分を認定するか，という 2点について，詳しく述べる。

3.1 書籍の構成要素とサンプリング

書籍は，印刷物である以上，紙面の上に文字が印刷されていることによって成立している書

き言葉である。印刷紙面上に現れる文字は，レイアウトやサイズ，紙面構成上の役割などか

ら，「本文」「見出し」「注」「表」「目次」「前書き」「後書き」「索引」「柱」「ノンブル」「奥付」

「表紙タイトル」などのさまざまな要素に分類することができる。これらを，書籍の構成要素

と呼ぶことにする。

ここで，「本文」「見出し」「注」などの諸要素を，読み手がどのように区別しているのか，と

いう問題について考えてみよう。これらの要素の区別は，一見，自明的であるように思われる

が，しかしながら，ある言語表現がどのような構成に関わる要素であるのかは，印刷紙面上に

明示的に表示されているわけではない。むしろ，印刷紙面上のある言語表現が「見出し」であ

り，別の言語表現が「本文」であることは，意識的であれ無意識的であれ，読み手が能動的に

読み取っている情報である。ある言語表現が，「本文」の要素として書かれているのか，「見出

し」の要素として書かれているのか，「後書き」の要素として書かれているのかは，実際の出現

形式や文脈に応じて，読み手が主体的に判断しているわけである。

先にも述べたように，書籍の中から固定長サンプル・可変長サンプルという 2種類のサン

プルを取得するという作業は，概念的に言えば，印刷紙面上に印刷してあるすべての文字を 1

次元上に配置して，そこから当該の範囲を取得していく作業であると言える。作業者は，印刷

紙面の上に現れるあらゆる要素を把握し，その紙面構成を見抜き，そこから一定の順序によっ

て，1次元の文字の連鎖を取得しなければならない。そこで必要となるのが，書籍の構成要素

のうち，どの要素をサンプルに収録する対象として選択し，どの要素をサンプルに収録しない

対象として排除するのか，という判断基準である。このためには，そもそも書籍の構造をどの

ように捉えるか，どのような基準に基づいて抽出する部分とそうでない部分を判断するか，な

どについての取り決めが必要となる。
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以下では，書籍の構造を階層的に把握することによって，これらの基準を取り決めていく方

法について述べる。

3.2 書籍の構造の階層的な把握

3.2.1 書籍の構造を構成する要素の定義

ここでは，書籍の構造を，図 3.1に示すような諸要素から構成されるものと見る。

書籍

表表紙 前付 冊本体 後付 裏表紙

口絵 中扉 付録

標題紙 本文 索引

献辞 見出し 後書き

前書き 注 奥付

目次 フィギュア 広告

凡例 ノンブル

柱

図 3.1: 書籍の構造

以下では，これらの各要素についてその定義を示す1。

書籍：文字などが書き込まれたページをひとまとめに冊子の形に綴じ付けたもの。「図書」「本」

などともいう。

表紙：書籍などの印刷物の中身を保護・保持するための外装。開きはじめの側を
おもて

表表紙とい

い，その反対側の部分を裏表紙という。

まえ

前
づけ

付：冊本体の前に付けられているひとまとまりの部分のことで，口絵，標題紙，献辞，前

書き，目次などからなる。

口絵：標題紙の前に入っている別刷りの図版。
ひょうだいし

標題紙：通常，前付の冒頭にあって，その出版物の最も完全な書誌的情報を提供してい

るページのこと。書籍のタイトルのほか，責任表示，版次，出版地，出版者，出版

年の全部または一部などが記載される。
けん

献
じ

辞：著者が先輩・友人・家族などに対して，その著書を捧げることを表明したことば。

前書き：本文に先立って，著者が著述の動機や追想などを記した文章。序，序文，序言，

はしがき，前言，などともいう。

1 定義の大半は，日本図書館協会用語委員会編『図書館用語集 三訂版』から抜粋，あるいは一部改変して用いた。
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目次：本文内容を一覧し，検索できるようにした部分。編・章・節などの見出しや論文

名・記事の題名・著者名を，普通は記載順に列挙し，それぞれに本文の該当ページ

数を付ける。

凡例：書籍の目的や方針，記号の意味や約束事などを示したもの。

さつ

冊
ほん

本
たい

体：書籍の実質的な内容の主体をなす部分で，「前付」に続く部分。書籍の中身のうち，「前

付」と「後付」を除いた部分を指していう。書誌学的には「
ほんぶん

本文」という用語が適切で

あるが，以下の「本文」と区別するために，ここでは「冊本体」と呼ぶことにする。

中扉：目次より後にあり，それ以降の部分のタイトルなどを記載したページ。
ほん

本
ぶん

文：冊本体の中でも，主になっている部分。一般的に文章の形で記述され，書籍の実

質的な中身を表す。

見出し：本文の各編・章・節などに付けられた題名。

注：本文に対する注釈や説明。注記ともいう。巻末または各章末に一括して記される場

合（巻末・章末注）と，各ページ内に記される場合（脚注など）がある。

フィギュア：本文中に含まれている写真や図など，言語表現以外の内容が主たる対象と

なっている部分。このうち，写真，イラスト，漫画，図解，グラフなどを総称して

特に「フィギュア本体」と呼ぶことにする。また，フィギュア本体の近くに配置さ

れてそのフィギュア本体に対して解説を加える部分のことを，特に「キャプション」

と呼ぶことにする。

ノンブル： 1ページごとに順を追って入れてある数字のこと。
はしら

柱：ページの欄外（上下・左右）に書かれた，書名や章節名，あるいは見出しなどの

部分。

あと

後
づけ

付：冊本体の後に続くひとまとまりの部分のこと。付録・索引・後書き・奥付などからなる。

付録：冊本体を補うために巻末に付される関連論文，解説，図表，資料などを指してい

う。後付以外の位置に綴じ込まれたポスターや葉書，巻末に添付されたCD-ROM，

工作材料やおもちゃなどが添付されている場合なども含む。

索引：ある特定の情報を示す語句等を一定の順序に配列し，その情報の所在を指示する

もの。

後書き：書籍の末尾に著者が付ける文章。「前書き」とほぼ同じ性質を持つ。

奥付：書籍の末尾，最終ページ，時には裏表紙の内側などに，著者・編者・訳者等の名，

書名，出版者，印刷者，印刷・発行の年月日，版次，価格，著作権その他の出版上

の条件等を表示した部分。

広告：商品の内容を消費者に伝達・宣伝するための部分。書籍の場合，同じ出版者が出

版している他の書籍を宣伝する部分が巻末に付されることがある。
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3.2.2 書籍の構造の階層的な把握

上記で定義した書籍の構成要素を，書き言葉をサンプリングするという観点から，以下の 7

段階の階層によって捉えることにする。階層が深くなるにしたがって，書籍の構成要素が徐々

に排除され，サンプルに収録するための範囲が絞り込まれていくことになる。

第 0層 物理的実体：書籍の全体。書籍の物理的な実体そのもの。

手に取って見ることができる書籍の実体。

第 1層 原紙面：紙面上に印刷されたすべての内容。

印刷された紙面の集合。第 0層の物理的実体のうち，表紙のほか，本のケース，カバー

などを除いた部分。また，綴じ込まれたポスターや葉書，添付のCD-ROMなど，前付・

冊本体・後付には組み込まれない付録の要素も排除する。

第 2層 実質的な内容：伝達される主たる内容。

その書籍が伝達する主たる内容に関わる部分。第 1層の原紙面のうち，口絵，標題紙，

献辞，目次，凡例，ノンブル，柱，付録（参考資料として付された統計図表のまとまり

など），索引，奥付，広告などは主たる内容以外の要素なのでここで排除し，残った部

分を第 2層とする。

第 3層 印刷された文字：伝達される主たる内容のうち，文字を主体とする部分。

第 2層の印刷された実質的な内容のうち，フィギュア本体を排除して残った部分。フィ

ギュア本体と文字が重なっている場合，フィギュア本体が主たる要素であれば，文字の

部分もあわせて排除する。逆に，文字の部分が主たる要素であれば，それらは残す。

第 4層 現代日本語の範囲：現代日本語として表される部分。

第 3層の印刷された文字のうち，主に現代日本語として表されている範囲。ひとまとま

りの形（ブロック形式）で記述される数式や化学式，外国語や古典語などは，ここで排

除する。

第 5層 カウント対象文字：サンプルを構成する対象となる文字。

第 4層の現代日本語の範囲のうち，「仮名」「漢字」「数字」「アルファベット」で表記され

た文字。固定長サンプル・可変長サンプルを構成する 1,000字・最大 1 万字としてカウ

ントされるのは，これらの文字種による。句読点，括弧，各種記号類などの文字は，カ

ウント対象とならないため，ここで排除する。

第 6層 カウント対象要素：サンプルに含まれる文字数のカウント対象となる要素。

第 5層のカウント対象文字のうち，固定長サンプル・可変長サンプルを構成する 1,000

字・最大 1万字としてカウントされ得る要素の集合。ルビ，注番号，抹消文字，グロス

などの要素は，カウント対象とならないため，ここで排除する。



3.2. 書籍の構造の階層的な把握 23

以上を図示すると，図 3.2のようになる。

第 0層： 物理的実体¶ ³
書籍の物理的な実体そのもの

表紙，ケース，カバー，綴じ込まれたポスター，添付の CD-ROMなど

第 1層： 原紙面¶ ³
紙面上に印刷されたすべての内容

広告，口絵，標題紙，献辞，目次，凡例，ノンブル，柱，付録，索引，奥付など

第 2層： 印刷された実質的な内容部分¶ ³
伝達される主たる内容部分

フィギュア本体（写真，イラスト，漫画，図解，グラフなど）

第 3層： 印刷された文字¶ ³
伝達される主たる内容のうち，文字を主体とする部分

（ブロック形式の）数式，化学式，古典語，外国語など

第 4層：現代日本語の範囲¶ ³
主として現代日本語として表される部分

句読点，括弧，各種記号類

第 5層： カウント対象文字種¶ ³
サンプルを構成する対象となる文字種

ルビ，注番号，抹消文字，グロス

第 6層： カウント対象要素¶ ³
サンプルに含まれる文字数のカウント対象となる要素

見出し，本文，注，キャプション（のカウント対象文字種）

µ ´µ ´µ ´µ ´µ ´µ ´µ ´
図 3.2: 書籍を構成する各要素の階層

書籍の構造をこのような 7段階の階層によって捉えることにより，サンプリングの際に排除

する要素，およびサンプルの範囲に残る要素を区別するための準備が整った。
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3.3 サンプルとして取得する書き言葉の条件

3.3.1 紙面構成要素の排除原則

前節で示した書籍の構造の階層的な把握にしたがって，以下では，実際の印刷紙面からサン

プルの範囲に含み得る要素を絞り込んでいく原則について示す。

サンプリングの手順として，書籍の実体を手に取った後，そこから不要な要素を順次排除し

ていくことによって，サンプル範囲に含める対象要素を絞り込んでいくものとする。具体的に

は，第 0層から第 6層へと進んでいくことによって，書籍の構成要素が徐々に削ぎ落とされ，

最後に残った要素がサンプルの範囲に含まれる要素となるわけである。その原則を，以下のよ

うに定める。¶ ³
紙面構成要素の排除原則：

• 第 0層から第 3層までに位置づけられる要素は，サンプルの範囲から排除する。µ ´
この原則により，第 0層から第 3層までに位置づけられる構成要素は，サンプルの範囲から

は排除されることになる。それゆえ，例えば，目次の部分はサンプルには含まれず，またノン

ブルやブロック形式の非現代日本語の部分はサンプル抽出基準点とはなり得ない。

逆の視点から言えば，第 4層以上の要素として残った部分が，サンプルの範囲に含まれる資

格を備えるということになる。さらに，第 4層に含まれる要素のうち，句読点や記号類などの

文字，またはルビや注番号などの要素を排除し，最後まで残った第 6層の要素が，固定長サン

プル（1,000字），可変長サンプル（最大 1万字）としてカウントされる対象として認定され

るわけである。サンプリングの作業者は，書籍の現物を手に取り，指定されたページの印刷紙

面を見てその構成と諸要素の配置を確認し，上記の排除原則に基づいて排除すべき対象要素を

判断し，残った部分から固定長サンプル・可変長サンプルの範囲を抽出するのである。

3.3.2 注意を要する事例

書籍の構造を階層的に捉えた上で，紙面を構成する要素の排除原則を設けることにより，サ

ンプル範囲から排除される要素の範囲を定めることができた。しかしながら，実際にこの原則

にのっとって作業を進めていく上で，注意を要する事例がいくつかある。その最たる例が，一

見フィギュア本体に見える要素の内部に，文字列が多く含まれている場合の扱いである。

まず要点のみを述べれば，注意すべき点は，「一見フィギュア本体に見える要素であっても，

その内部にある言語表現を一方向に読み進めることができれば，フィギュア本体とは見なさ

ず，排除の対象とはしない」ということである。そしてその根本にあるのは，「印刷紙面上に現

れた文字列は，それが現代日本語として読み進められる限り，できるだけサンプルとして収録

する」という姿勢である。

このことを，(1)「フローチャート」，(2)「表」という 2つを例として説明する。まず，図

3.3，3.4のようなフローチャートの例を見てみよう。これらのフローチャートに含まれる文字

列が，サンプルの範囲から排除される要素になるかどうかを考えることにする。
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40

Yes

No

40

図 3.3: 分岐型フローチャートの例 図 3.4: 直線型フローチャートの例

結論から言えば，図 3.3に示したフローチャートに含まれる文字列はサンプル範囲から排除

されるが，図 3.4のフローチャートに含まれる文字列はサンプル範囲に含まれることになる。

ここで判断基準となるのは，「紙面構成要素の排除原則」ではなく，むしろ「そこに書かれてい

る文字列を一方向に読み進めることができるかどうか」という点である。

図 3.3のような形をしたフローチャート（分岐型）は，途中に 2方向以上の分岐を持つ立体

的な構造を取っているため，中に書かれている言語表現を一方向に読み進めることができない。

一方，図 3.4のように途中での分岐を持たないフローチャート（直線型）は，フローチャート

の形式を取ってはいるものの，中に書かれている文字列を一方向に読み進めることができる。

先に述べたように，サンプリングを行なう作業者は，印刷紙面に現れるあらゆる要素から 1次

元の文字の連鎖を取得する。このことを制約として考えると，分岐型のフローチャートは，そ

れが図式化されていて一方向に読み進めることができない以上，1次元の文字列を取り出すこ

とができず，サンプル範囲からは排除せざるを得ない。しかしながら，直線型のフローチャー

トは，例えそれが図式化されているものであっても，一方向に読み進めることができる以上，

サンプルの範囲から排除する理由はないと考えるのである。

これと同様のことが，「表」にも言える。

明日 明後日

東京 晴れでしょう 晴れでしょう

大阪 曇でしょう 雨でしょう

福岡 雨でしょう 曇でしょう
図 3.5: 行列見出しを備えた表の例

日本のお酒： 日本酒

ドイツのお酒： ビール

フランスのお酒： ワイン

図 3.6: 2列から構成される表の例

図 3.5に示したのは，行見出しと列見出しを備えた表（いわゆるクロス表）であり，表の中

でも典型的なものである。このような構成を持つ表は，全体が図式化されており，そこに含ま

れている文字列に対して一方向に読み順を定めることができないものと見なす。そこで，サン

プル範囲からは排除する対象と判断する。

一方，図 3.6に示したのは，行見出しと列見出しを備えず，2つの列から構成される表であ

る。このような形で構成される表は，「日本のお酒 → 日本酒，ドイツのお酒 → ビール，フラ
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ンスのお酒 → ワイン」という具合に，全体の構成を崩すことなく，一方向に読み進めること

ができる。このような表は，全体が図式化されているとは判断せず，サンプル範囲に含めるこ

ととする。つまり，そこから 1次元の文字列を取り出すことができる対象である以上，サンプ

ル範囲から排除する理由はない。

このように考えると，「フローチャート」「表」については，サンプルの範囲から排除される

ものと排除されるものとが区別できるわけである。分岐型のフローチャートや，行列見出しを

備える表は，一方向の読み順を定められないという点において図式化されていると考え，先に

定義した「フィギュア本体」に相当するものと見なし，第 3層に属する要素として排除される

対象と見なすのである。一方，直線型のフローチャートや，行列見出しを持たない 2列の表

は，一方向に読み進められるという点において，サンプルに収録する対象から排除される理由

はないと考えるのである。

以上に示した，フローチャートや表の形状によってサンプル範囲から排除されるかどうかを

決定するという方針は，印刷紙面上から 1次元の文字列を取り出すという，書き言葉における

サンプリングの原理である。いかに周囲が罫線で囲まれていても，あるいは，いかに他のフィ

ギュア本体と形状が似通っていたとしても，表面的なレイアウトのありようではなく，そこに

含まれている文字列をどのように読むことができるか（1次元上に展開できるか否か）のあり

方によって，サンプリングの対象とするかどうかを決めているというわけである。

以上に見たように，印刷紙面上にある諸要素を排除する「紙面構成要素の排除原則」を設け

たとしても，実際の紙面からサンプルを取得するためには，書き言葉のサンプリングの原理に

基づいた上で，個別的な事例に対処していくことが必要になる。そのような作業上の必要性か

ら，「紙面構成要素の排除原則」を柔軟に運用するための基準の策定と，具体事例の処理方法

を類型化して整理することを行なっている。原則を運用するための基準については第 4章で，

具体事例の処理方法の類型化と整理については第 II部で，それぞれ示すことにする。

以上，本章では，(1) 書籍の構成要素を 7段階の階層によって捉え，(2) その上でサンプル範

囲から排除される要素の範囲をどう定めるか，という 2点について述べた。また，実際のサン

プリングを進めていくためには，排除原則とは別に，一方向に読み進められるかという判断基

準によってサンプル範囲に含めるか否かを判断しなければならない事例があることを述べた。
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第4章 排除原則の運用 — 排除基準と選択
基準，運用基準

稲益佐知子・丸山岳彦

第 I部では，BCCWJにおけるサンプリングの基本的な方針と，サンプル範囲を絞り込んで

いくための「紙面構成要素の排除原則」について述べてきた。続く第 II部では，実際のサンプ

リング作業において，どのような要素がどのような判断基準によってサンプル範囲と認定され

るか（あるいはされないか）を，具体的な事例を通して報告していくことにする。ここでは，

第 II部で事例を示していく前提として，「紙面構成要素の排除原則」が具体的にどのように適

用されるか，また，サンプル範囲を認定する上でどのような運用上の規則が必要になるかにつ

いて述べる。

以下では，第 I部の第 3章で提示した「紙面構成要素の排除原則」，つまり「紙面に存在す

る文字列からどの部分を排除するか」という条件をさらに分解し，排除基準として再整理す

る。そして，排除基準とは逆の視点，すなわち，「紙面に存在する文字列からどの部分を選択す

るか」という視点から導かれる選択基準を示す。さらに，個別の事例ごとに排除基準と選択基

準を適用し分けるために設けている運用基準を示し，実際の紙面構成に応じて排除基準と選択

基準を柔軟に適用し分けていることを示す。

4.1 排除基準

「紙面構成要素の排除原則」は，書籍の構造を 7段階の階層によって把握した上で，サンプ

リングの対象とならない要素を徐々に排除していくというものであった。以下に再掲する。¶ ³
紙面構成要素の排除原則：

• 第 0層から第 3層までに位置づけられる要素は，サンプルの範囲から排除する。µ ´
この原則を，実際のサンプリング作業で用いるための判断基準として細かく分類・再整理す

ると，図 4.1に掲げる［排除基準 1］から［排除基準 5］を得る。
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¶ ³
［排除基準 1］冊本体の構成上，実質的な内容とは見なせない要素（表紙，標題紙，目次，

広告など）は，サンプル範囲から排除する。

［排除基準 2］紙面上に印刷された要素のうち，実質的な内容とは見なせない要素（柱，

ノンブルなど）は，サンプル範囲から排除する。

［排除基準 3］言語表現を主体としない要素（写真，イラスト，図解など）は，サンプル

範囲から排除する。

［排除基準 4］図式化されていて，一方向に読み進められない文字列の集合（分岐型のフ

ローチャート，行列見出しを備える表など）は，サンプル範囲から排除する。

［排除基準 5］非現代日本語（外国語，古典語，数式など）は，サンプル範囲から排除

する。µ ´
図 4.1: 「排除基準」の一覧

これらの排除基準を順に適用すると，サンプリングの対象から外れる要素が徐々に排除され

ていき，残った文字列がサンプルに収録される文字列ということになる。

4.2 選択基準

4.2.1 選択基準の一覧

以下で示すのは，排除基準とは逆の視点，すなわち，「紙面に存在する文字列から何を選択

するか」という視点から，サンプル範囲を見定めるための基準である。これを，選択基準と呼

ぶ。「紙面構成要素の排除原則」によれば，第 4層以降の要素は無条件にサンプル範囲に含ま

れることになるが，ここでは逆の視点から，作業者がどのような要素を積極的にサンプルの対

象として認めていけばよいかについて述べる。

選択基準としては，図 4.2に示す［選択基準 1］から［選択基準 4］を挙げる。［選択基準

1］［選択基準 2］によって規定される「章節構造」がサンプルを取得する上での基本的な枠組

みであり，［選択基準 3］［選択基準 4］はそこに付加されるものである。
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¶ ³
［選択基準 1］「本文」を同定し，これをサンプリング対象として選択する。

［選択基準 2］「本文」の内容を意味的にも形式的にも統括するものを「見出し」と同定

し，これをサンプリング対象として選択する。

附記 1 「本文」を統括する見出しのことを「章節見出し」と呼ぶ。

附記 2 「章節見出し」と「本文」の組み合わせからなるかたまりを「章節構造」と

呼び，サンプル範囲を考える上での基本的な枠組みとする。

［選択基準 3］「章節構造」が包含する意味内容を言語的に補足するものとして「注」を

認め，これをサンプリング対象として選択する。

［選択基準 4］「章節構造」が包含する意味内容を言語的に補足するものとして「キャプ

ション」を認め，これをサンプリング対象として選択する。µ ´
図 4.2: 「選択基準」の一覧

以下では，選択基準にもとづく選択を行なう際に注意を要する点として，(1) キャプション

の認定，(2) 本文の認定，という 2点について述べておく。

4.2.2 「キャプション」の認定について

［選択基準 4］でサンプリング対象として選択される「キャプション」に関して，章節構造

の中における位置づけを整理しておく。3.2.1節で示したように，フィギュアとは以下のよう

に定義される。

フィギュア：本文中に含まれている写真や図など，言語表現以外の内容が主たる対象となっ

ている部分。このうち，写真，イラスト，漫画，図解，グラフなどを総称して特に「フィ

ギュア本体」と呼ぶことにする。また，フィギュア本体の近くに配置されてそのフィギュ

ア本体に対して解説を加える部分のことを，特に「キャプション」と呼ぶことにする。

また，3.3.2節で述べたように，一方向に読み進められない分岐型のフローチャートや行列

見出しを備える表なども，フィギュア本体に相当するものとして扱う。

このうちフィギュア本体については，［排除基準 3］（＝言語表現を主体としない），また

は，［排除基準 4］（＝図式化されていて，一方向に読み進められない）が適用され，サンプ

リング対象から排除される。一方，キャプションはそれ自体が一方向に読み進められる言語表

現であるため，サンプルの範囲から排除される理由はない。

キャプションは，直接的には，サンプルから排除されるフィギュア本体について解説を加え

るものである。これに似た類型として，章節構造に含まれる本文部分に対して注釈を加える

「注」がある。前者がサンプルの対象外要素に解説を加えるものであるのに対して，後者はサ

ンプルの対象要素に注釈を加えるものであるという点において，両者は異なっている。
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問題は，サンプルの対象外要素に対して解説を加えるキャプションをサンプルの範囲に含め

てよいかという点であるが，キャプションが本文と同一紙面上に存在する文字列である以上，

間接的には「章節構造」に含まれる意味内容と関連を持つ要素と認めてよいであろう。キャプ

ションと注は，解説や注釈を加える対象がサンプルの範囲内に入るか否かという点では異なる

が，いずれも「章節構造」に包まれる意味内容を言語的に補足するものとして機能している点

では同等である。この点において，注とキャプションはいずれも，サンプルの範囲に含まれる

要素として認めることにする。

4.2.3 「本文」の認定について

［選択基準 1］では本文の同定について触れているが，この点について追記しておく。3.2.1

節で示したように，本文とは以下のように定義される。

ほん

本
ぶん

文：冊本体の中でも，主になっている部分。一般的に文章の形で記述され，書籍の実質的

な中身を表す。

しかしながら，「主になっている部分」とは何か，という定義を考え始めると，これは相対

的にしか決まらない問題であり，明確な答えを出すことができない。小説や論文などにおいて

は，どこが本文であるのかはある意味で自明であるが，現実の書き言葉は，そのようなケース

ばかりではない。実際のサンプリングで必要とされるのは，本文そのものの定義というよりも

むしろ，紙面に存在する文字列のうち，文字列どうしの関係や紙面の体裁などから判断して，

作業者がどの部分を「本文」と認定すればよいか，という基準である。

以下では，「カタログ」のような紙面構成から本文となる部分を同定する，という問題を考え

てみよう。なお，カタログのような構成は，本文の同定が難しい最大の事例である。

カタログは，写真・イラストと，それらに対する解説が大量に配置されるという紙面構成の

特徴を持つ。ここで，それぞれの写真・イラストを解説する文字列は，キャプションではなく，

本文として認定することにしている。これは，当該の文字列が，当該の紙面において，［選択

基準 2］で示した「章節構造」を構成する要素であると考えられるからである1。

実際のサンプリング作業において，カタログ的な紙面に接した場合，まず写真・イラストに

対する解説が「本文」に相当する体裁と量を備えているかを確認し，次にそれらの文字列が

どの「見出し」と対応しているかを確かめ，最後にそれらの組み合わせがサンプルを構成す

る「章節構造」足り得るかを確認する。この確認が取れれば，［選択基準 1］［選択基準 2］を

適用し，そこに「章節構造」を認定する。以降，当該の文字列は［選択基準 1］が適用される

「本文」として扱われ，当該の見出しは［選択基準 2］が適用される「章節見出し」として扱

われることになる。

また，先に「章節見出し」を認定するという手順もあり得る。紙面構成上のフォントやレイ

アウトなどから，ある見出しが「章節見出し」として機能していると判断できたら，次にその

見出しに対応する解説の文字列が「本文」に相当する体裁と量を備えているかを確認する。そ

1 ここでの「本文」認定は，あくまでもサンプリング上の手続きである。当該の文字列が XML 形式でエンコー
ディングされる際，そこにどのようなタグが付与されるかについては，ここでは不問とする。
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れらが「本文」足り得ると認定できれば，両者の組み合わせを「章節構造」と認め，［選択基

準 1］［選択基準 2］を適用するわけである。

以上のように，写真やイラストに対する解説の文章は，キャプションとして認定されるだけ

でなく，本文として認定される場合もあるわけである。このように，本文の認定は実際の紙面

構成に応じて相対的に決まるものであり，作業者は個別の事例の中で判断を行なっていくこと

になる。

4.3 運用基準

4.3.1 運用基準の一覧

以上までで，「紙面に存在する文字列からどの部分を排除するか」という条件を整理した排

除基準，および「紙面に存在する文字列からどの部分を選択するか」という条件を整理した選

択基準を示した。しかしながら，サンプリングの実作業においては，これらの基準の運用の仕

方や適用の順序について，さらに取り決めておくことが必要となる。そこで，図 4.3に示すよ

うな運用基準を用意している。¶ ³
［運用基準 1］サンプリング対象とするか否かの判断が難しい場合は，紙面に存在する同

一類型の文字列とあわせて，サンプリング対象とするか否かを決定してよい。

［運用基準 2］［選択基準 2］で「章節見出し」と認定された文字列については，［排除基
準 2］［排除基準 3］［排除基準 4］［排除基準 5］を適用せず，当該の文字列をサン
プリング対象とする。

［運用基準 3］［排除基準 3］［排除基準 4］でサンプリング対象外となる文字列であって
も，それらが［選択基準 1］［選択基準 2］により「章節構造」を構成すると認定さ
れる場合は，サンプリング対象とする。

［運用基準 4］［排除基準 3］［排除基準 4］でサンプリング対象外となる文字列であって
も，［選択基準 3］または［選択基準 4］に該当する場合は，サンプリング対象とし
てよい。
附記 1 ［運用基準 4］の適用にあたっては，極力，［運用基準 1］と併用する。µ ´

図 4.3: 「運用基準」の一覧

以下では，それぞれの運用基準の背景にあるサンプリングの実作業における方針，および適

用時に注意している点などについて述べる。

4.3.2 排除対象の不均衡とその解消

排除基準に忠実に従おうとすることによって，同一紙面上にある各要素の扱いに不自然な違

いが生まれてしまうことがある。形式的には同じような体裁を持つ 2つの要素が，排除基準を
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適用することによって，片方はサンプルの範囲から排除され，もう片方はサンプルの範囲から

排除されずに残る，というような場合である。このような不均衡は，印刷紙面に現れた文字列

に対する均質的なサンプリングという点では，好ましくない。

そこで，［運用基準 1］を設けることで，この問題に対処する。すなわち，排除基準に照ら

せば排除される対象の要素であっても，同じ紙面に存在する同じような類型の文字列と統一的

な扱いをすることが妥当であると判断できれば，無理に排除対象とはしない，という基準であ

る。これは，排除基準の過度な適用によって，同じような類型の文字列のうちある部分が排除

され別の部分が残っているという不均衡を回避するためのものである。

そもそも，サンプリングを実施する上での第一義的な判断基準は，その文字列がどのような

形式として実現されているかという点にある。例えば，形式的に「見出し」になっている文字

列と，それに続く「本文」として判断できる文字列があったと仮定しよう。ここで，そこで言

及されている内容をもっとも端的に表しているのが，本文の中のある 1文だったとする。仮に

そうであったとしても，サンプリングの段階でその 1文を「見出し」と認定することは無論し

ない。あくまでも，形式的に「見出し」として把握できる文字列を，本文を統括する「章節見

出し」として認定することになる。

別の例として，キャプションの認定の例がある。例えば「地図の中の地名」のように，フィ

ギュア本体の中にレイアウト的に入り込んでいる文字列は，キャプションとは認めず，フィギュ

ア本体とともにサンプリング対象外とする。つまり，それがどのような形式で実現されている

かによって，当該の文字列をどのように扱うかが決まるわけである。

しかしながら，その文字列の形式のみから排除基準・選択基準の適用を判断していくことに

よって，先に述べたような，同じような形式の文字列の間での扱いに不均衡が生じることがあ

る。そのような不均衡をなくすために準備されているのが［運用基準 1］である。この基準に

よって，本来の排除基準による排除対象の範囲をほぼ崩すことなく，印刷紙面上における要素

をバランスよく，かつ柔軟に取得することができる。

4.3.3 章節見出しの優位性

次に挙げる［運用基準 2］は，「章節見出し」の優位性から導かれる基準である。

先の［選択基準 2］で述べたように，サンプルの範囲を考える上での基本的な枠組みは「章

節構造」であり，その上で「章節見出し」の認定は極めて重要である。この点において，「章節

見出し」として機能していると思われる文字列がサンプル範囲の排除対象となることは，極力

避けなければならない。そこで，以下のような場合が問題となる。

1. 「章節見出し」が外国語で表記されている場合

2. 「柱」が「章節見出し」の機能を担っている場合

3. 「吹き出し」が「章節見出し」の機能を担っている場合

特にムックやガイドブック，カタログ類の書籍では，章節見出しが英語で表記される場合が

多い。ところが，［排除基準 5］によれば，非現代日本語で書かれた要素はサンプル範囲から

排除される対象であり，結果，章節見出しが取得できない状態が生じる。そこで［運用基準 2］



4.3. 運用基準 33

を適用し，この問題を解決する。すなわち，英語で表記された部分であっても，それが章節見

出しとして機能していると判断されれば，［排除基準 5］の適用を取り下げ，当該の文字列を

章節見出しとして取得してよいと考えるわけである。

また，「柱」は［排除基準 2］によってサンプル範囲から排除される要素であるが，その紙面

上，章節見出しとなり得る文字列が「柱」にしか示されていないと判断された時点で，［運用

基準 2］を適用する。これにより，本来であれば排除対象である「柱」にある文字列を「章節

見出し」として取り出すことができる。

さらに，やはりムックやガイドブック，カタログ類の書籍において，いわゆる「吹き出し」

の形で章節見出しが表されることがある。本来，「吹き出し」はイラストの一部として見なされ

るため，［排除基準 3］によって排除される要素であるが，その紙面上，章節見出しとなり得

る文字列が「吹き出し」の中にしかないと判断された場合，［運用基準 2］を適用して当該の

文字列を「章節見出し」として取り出すのである。

さらに同様のことが，「表」の見出しにも言える。表の見出しが表の中に入り込んでいる場合

は，フィギュア本体と一体化したものと見なし，［排除基準 4］によって一旦は排除する。と

ころが，その見出しが章節見出しとして機能していると判断できる場合は，［運用基準 2］を

適用して当該の文字列を改めて取り出し，「章節見出し」として認定する。

以上のように，章節見出しとして判断された文字列に対しては，例えそれが排除基準の適用

対象であったとしても，［運用基準 2］を適用することにより，サンプリングの対象として残

すことができる。これは，章節構造を作る上で重要な要素である章節見出しを確保するために

準備された運用基準である。

ただし，［排除基準 1］によって排除された要素（表紙，標題紙，目次，広告など）に対し

ては，［運用基準 2］を適用することはしない。これらの要素は，サンプリングを行なう対象

である印刷紙面の上にそもそも存在しないものと考えるからである。

例えば，薄い単行本の中篇小説からサンプル範囲を取り出そうとしたところ，本文全体が 1

万字以内に収まり，本文がまるごとサンプル範囲として認定されたとする。さらに，その本文

全体を統括する章節見出しが，標題紙にしか記載されていなかったとする。この場合，標題紙

に記載された小説のタイトルを章節見出しとして取り出せば章節構造を得ることができるが，

これは行なわない。なぜなら，標題紙は［排除基準 1］によって排除される要素であり，その

書籍が持つ実質的な内容の外側に位置づけられるものと解釈するからである。この場合は，全

体を統括する章節見出しの存在しないまとまりとして処理せざるを得ない。

4.3.4 フィギュア本体に含まれる章節構造

写真，イラスト，図解などのフィギュア本体は，［排除基準 3］によってサンプルの範囲か

ら排除される要素であるが，これらの中にある文字列が，印刷紙面上，「章節構造」を構成して

いることがある。ここでは，図解の中に章節構造が含まれる例を取り上げる。

特に子供向けの図鑑や，コンピュータの解説書・マニュアル類で典型的に見られるように，

ページ全体に写真やイラストが多数配置され，その中に差し込まれた図解によって解説が付さ

れている場合がある（典型的には，イラストが引き出し線によって注記を加える解説部分と結
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ばれるようなもの）。このような場合，引き出し線によって結ばれた解説部分の中に，章節見

出しや本文が記述されていることが多い。

このような場合，章節構造を取り出すために［運用基準 3］を適用し，フィギュア本体の中

にある文字列を，サンプルの範囲に含めることにする。すなわち，当該の文字列を［排除基準

3］の適用対象から外し，［選択基準 1］および［選択基準 2］の適用対象とするわけである。

これと同様のことが，［排除基準 4］によってサンプルの範囲から排除される要素（分岐型

のフローチャートなど）についても言える。すなわち，そのような要素の中にある文字列が

「章節構造」を構成していると判断される場合は，［排除基準 4］を適用せず，［運用基準 3］

を適用する。すなわち，［選択基準 1］および［選択基準 2］の適用対象として，それらの文

字列をサンプルの範囲に含めることにする。

4.3.5 フィギュア本体に含まれる「注」「キャプション」

さらに，フィギュア本体の中にある文字列を「注」や「キャプション」と見なすことができる

場合がある。例えば，「吹き出し」に該当する形式のものが当該の紙面において「注」や「キャ

プション」として機能している場合である。

本来，「吹き出し」は［排除基準 3］によって排除される要素であるが，その紙面の中で「注」

や「キャプション」として機能していると判断された場合，［運用基準 4］を適用し，当該の

文字列を「注」や「キャプション」として認定することにする。

同様に，分岐型のフローチャートなどの中にある文字列が「注」や「キャプション」として

機能していると判断できる場合は，［排除基準 4］を適用せず，［運用基準 4］を適用して，

それらの文字列をサンプルの範囲に含めることにする。

ただし，［運用基準 4］を過度に適用すると，フィギュア本体に含まれる文字列をすべてサ

ンプル範囲に残すことができるようになってしまい，本来の排除基準の意図が損なわれること

になる。そこで，［運用基準 4］は極力［運用基準 1］と併用することにより，過度に適用さ

れることのないようにする。

4.4 排除基準，選択基準，運用基準の整理

本章では，(1) サンプル範囲内から要素を排除するための「排除基準」，(2) 紙面上に存在す

る文字列をサンプリングの対象として認めるための「選択基準」，そして (3) 両者を運用する

上での基準である「運用基準」について示した。実際のサンプリング作業では，このような形

で，サンプリングの原則を柔軟に解釈し，かつ事例ごとに運用していくことが求められる。

以下では，排除基準によって排除される要素の一覧を表 4.1に，選択基準によって選択され

る要素の一覧を表 4.2に，運用基準によって，排除基準が適用されない場合の一覧を表 4.3に，

それぞれまとめておく。
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表 4.1: 排除基準によってサンプル範囲から排除される要素
排除される要素

［排除基準 1］ 表紙，標題紙，目次，広告など

［排除基準 2］ 柱，ノンブルなど

［排除基準 3］ 写真，イラスト，図解など

［排除基準 4］ 分岐型フローチャート，行列見出しを備える表など

［排除基準 5］ 外国語，古典語，数式など

表 4.2: 選択基準によってサンプル範囲内の要素として選択される要素
選択される要素

［選択基準 1］ 本文

［選択基準 2］ 章節見出し

［選択基準 3］ 注

［選択基準 4］ キャプション

表 4.3: 運用基準が適用される組み合わせ

［選択基準 1］ ［選択基準 2］ ［選択基準 3］ ［選択基準 4］

本文 章節見出し 注 キャプション

［排除基準 2］ ［運用基準 2］

柱，ノンブルなど

［排除基準 3］ ［運用基準 2］

写真，イラスト， ［運用基準 3］ ［運用基準 3］

図解など ［運用基準 4］ ［運用基準 4］

［排除基準 4］ ［運用基準 2］

分岐型フローチャート， ［運用基準 3］ ［運用基準 3］

行列見出しを備えた表など ［運用基準 4］ ［運用基準 4］

［排除基準 5］ ［運用基準 2］

外国語，古典語，数式など

※ 運用基準が適用される場合，排除基準が適用されず，その要素はサンプル範囲から排除されない。
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第１章 収録するテキストの抽出基準とその手順 

柏野和佳子・稲益佐知子・田中弥生・秋元祐哉 

 第Ⅰ部を受け，この第Ⅱ部では，書籍の場合を例にして，実際の紙面からどのように収

録テキストを抽出しているかを，サンプル作成の作業段階を追って，具体例とともに詳述

する。また，抽出過程の段階ごとに生じる作業上の問題を明らかにする。 

 

1.1 サンプル作成の作業段階 

 第Ⅰ部に示した基準にのっとって，サンプル作成の作業は，おおよそ次のように，段階的に収録

テキストを絞り込んでいく手順で行う。詳細は第２章以下に順次述べる。 

作業段階 1： サンプル抽出基準点を取得するページの指定 

作業段階 2： サンプル範囲の指定 

作業段階 3： 収録対象外要素の排除指定 

作業段階 4： 収録対象要素の確定と入力順の指定 

 

1.2  サンプル紙面の作成 

 サンプル作成の実作業は，サンプル紙面の作成である。書籍の印刷紙面をコピーしたも

のに，コーパスに収録するテキストとして抽出する部分の指定と，電子テキストとして入

力する際の順番を書き込むというものである。第Ⅱ部では，作業内容を説明するために，

その書き込んだ紙面例を多く引用している。よって，ここであらかじめ紙面上に書き込む

ものの概要と，紙面上の書き込みが意味するもののあらましを説明する。 

  

1.3  紙面上に書き込まれる内容 

 

（１）「サンプル抽出基準点」 ・・・作業段階 1 

 「サンプル抽出基準点」として取得する文字に ● 印をつける。また，「サンプル抽出基

準点」のある紙面であることが分かるよう，当該のサンプル紙面の右端に太線を引く。 

 

（２）「可変長サンプル」と「固定長サンプル」の範囲 ・・・作業段階 2 

固定長サンプルと可変長サンプルは，同一のサンプル抽出基準点から取得する。両者の

関わりには，次の３つの類型が存在する。  

・included   固定長サンプルのすべてが可変長サンプルに含まれる形  

・overflow  可変長サンプルの最後から固定長サンプルが飛び出す形  

・separated  可変長サンプルと固定長サンプルとが一切重なっていない形  
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以上の類型にあわせ，紙面上にはサンプル範囲を次のように指示する。 

・included の場合 可変長サンプル範囲のみ「 」（かぎ括弧）の印をつける。 

・overflow の場合 可変長サンプル範囲に「 」の印をつけ，終了の 」 には，

固定長範囲が可変長範囲を超えて続くことを意味する →（矢

印）を書き加え，さらに，固定長サンプルの終了範囲の 」 

の印をつける。  

・separated の場合  可変長サンプル範囲，固定長サンプルの範囲，それぞれに「 」

の印をつける。そして，可変長サンプル終了範囲の 」 には，

固定長範囲が可変長範囲の先にあることを意味する →（矢

印）を書き加える。 

 

 また，いずれの場合も，紙面に範囲外となる部分を含む場合は，その部分に大きく × 印

をつける。 

 

（３）収録対象外要素の排除指定 ・・・作業段階 3 

 収録対象外要素として排除指定する部分に × 印をつける1。その時，非現代日本語文字

列の排除要素（4.2 節参照）であれば，サンプリング作業の後，電子化テキストが構造化さ

れる際に適切なタグに置き換わるまでの代用タグの入力を指示する「ｄ」の文字を × 印

に加えて付与する。 

 

（４）収録対象要素の確定と入力順の指定 ・・・作業段階 4 

 収録対象要素部分に，文字列を電子テキストとして収録する際の入力順が分かるよう，

適宜，連番を付与する。また，最終番号を△で囲む。 

  

  以上をまとめると，次の通りである。 

 

  １．●印  サンプル抽出基準点 

  ２．紙面右端の太線 サンプル抽出基準点のある紙面 

  ３．「 と  」 サンプル範囲の始まりと終わり 

  ４． 」に → 可変長の範囲を超えて，あるいはその先に，固定長の範囲あり 

  ５．「 」の外の×印 サンプル範囲外 

  ６．×印のみ    非現代日本語以外の排除要素 

  ７．×印と d  非現代日本語の排除要素 

  ８．番号と△ テキスト収録のための入力順，△は最終番号 

 

                                                   
1 ノンブルや柱など，サンプル内に繰り返し出てくる排除要素には，初出時のみ指示することもある。 
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1.4  サンプル紙面の例 

 はじめに，固定長サンプルのすべてが可変長サンプルに含まれる included のサンプル例

を用いて，そこに書き込まれている指示の持つ意味を示す。図 1-1 は「８章」が可変長サ

ンプル範囲であり，その中に固定長サンプル範囲を含むという例である。 

 

 

 

 

 

図 1-1 included のサンプル例 

 

 

 

柱とノンブルを排除 可変長範囲外 

可変長範囲の始まり 

写真を排除 

キャプションを入力 

可変長範囲の終わり 

サンプル抽出基準点 

サンプル抽出基準点のある紙面 

脚注を入力 キャプションと脚注の入力順 

△が最終入力番号 

可変長範囲外 
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次に，固定長サンプル範囲が可変長サンプル範囲を超えて続く overflow のサンプル例

を用いて，そこに書き込まれている指示の持つ意味を示す。図 1-2 から図 1-3 でひと続き

のサンプルである。このサンプルは「Q3-7」が可変長サンプルの範囲である。固定長サン

プルの範囲は，その終わりの方から，次の「Q3-8」の中ごろのあたりまでである2。 

 

 

 

 

図 1-2 overflow のサンプル例 

 

 

 

                                                   
2 Ｑ＆Ａ形式という類型の扱いについては，3.3.1 節にて改めて説明する。 

可変長範囲外 

可変長範囲の始まり 柱とノンブルを排除 

図解を排除 

キャプションを入力 

可変長範囲の終わり，固定長範囲の続きあり 

サンプル抽出基準点 

サンプル抽出基準点のある紙面 

キャプションの入力順 
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図 1-3 overflow のサンプル例（つづき） 

 

 以上の，図 1-1～図 1-3 で示した例を含め，第Ⅱ部において紙面例を引いた書籍の出典情

報は，第Ⅱ部の末にまとめて示す。なお，ほとんどの例が実際のサンプリング作業でサン

プル作成を行った紙面を引いているが，より分かりやすいものを明示するため，サンプリ

ング対象外のページや，サンプリング対象外の書籍より例を引いたものもある3。 

                                                   
3 その場合，図 1-1～図 1-3 に示したような書き込みはない。 

固定長範囲の終わり 

固定長範囲外 

表を排除 

キャプションを入力 

最終入力番号 
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第２章 サンプル抽出基準点を取得するページの指定 

柏野和佳子・稲益佐知子・田中弥生・秋元祐哉 

 第Ⅰ部で述べた通り，ページの無作為抽出によってサンプル抽出基準点を取得するペー

ジの順位が決まっている。その順位に沿い，そのページからサンプル抽出基準点の取得が

可能か否かを判断する。その判断は，三段階の手順を踏む。第一段階で，そのページがサ

ンプル抽出基準点を取得可能である文字列を有するページであるかを判断する。第二段階

で，そのページが「書籍」のどの位置にあるものかを判断する。書籍の実質的本体である

「冊本体」に位置するページであれば，この時点でサンプル抽出基準点の取得ページとし

て確定する。それより前の「前付」か，後の「後付」に位置するページであれば，次の第

三段階に進む。第三段階では，「前付」か「後付」に位置する場合，そのページを含む文章

類型が，文章量のある類型であれば，そのページをサンプル抽出基準点の取得ページとし

て確定する。 

 第一段階，あるいは，第三段階において，サンプル抽出基準点の取得が不可と判断され

た場合は，最初に戻り，ページの無作為抽出の指示する次の順位のページについて，第一

から同じ判断を繰り返す。以下，詳述する。 

 

2.1 サンプル抽出基準点の取得が可能か否かの確認 

サンプル抽出基準点の取得が不可能なページであれば，そのページを回避する必要があ

る。例えば，白紙や，文字列がまったくないページは即座に回避する。全面広告のページ

は，第Ⅰ部で述べた通り，書籍の主たる内容ではないため，回避する。また，第 4 章にて

述べるサンプリング対象外要素である「図解」や「グラフ」などの類型のみで構成される

ページであれば，そのページも回避する。回避した場合は，次の順位で同様の判断を行う。 

 

2.2 冊内での位置の確認 

サンプル抽出基準点の取得が可能であることを確認できたら，次は，サンプル抽出基準

点の取得ページが，書籍の実質的本体である「冊本体」に位置するページであるか，それ

より前の「前付」か，後の「後付」に位置するページであるかを判断する。「冊本体」であ

ると判断されれば，第 3章の「可変長サンプル範囲の確定」作業へと進む。「前付」「後付」

と判断された場合には，次の 2.3 節に述べる確認を行い，収録対象になり得ると判断され

れば，第 3章の「可変長サンプル範囲の確定」作業へと進むことになる。 

 

2.3 「前付」「後付」の場合に必要な確認 

ここでは，文章量のあるものであるか否かの判断が必要となる。原則として，以下に記

述する通り，文章類型で判断している。 
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2.3.1 「前付」「後付」のうち収録対象とするもの 

「前付」「後付」に位置するもののうち，文章量のある類型と認める典型例は，「前書き」

と「後書き」である。図 2-1 と図 2-2 とに，「前書き」と「後書き」の例を一つずつ挙げる。 

 

 

図 2-1 「前書き」 

 

図 2-2 「後書き」 

 

2.3.2  「前付」「後付」のうち収録対象としないもの 

第Ⅰ部 3.2.1 節で述べた通り，「前書き」と「後書き」のほかに，「前付」に位置するも

のとしては「口絵，標題紙，献辞，目次，凡例」などがあり，「後付」に位置するものとし

ては「付録，索引，奥付，広告」などがある。それらのうち，「広告」や，図表のみからな

るまとまりである場合の「付録」は，先の 2.1 節で述べたサンプリング抽出基準点の取得

ページの判断時において，すでに収録の対象から外されている。よって，ここで収録対象

としない判断をするのは，「口絵，標題紙，献辞，目次，凡例，索引，奥付」である。それ

らは，原則的には，文章量の少ない類型として考え，サンプル抽出基準点を取得するペー

ジとはしない。例えば，次に示す図 2-3 から図 2-11 は，原則通り，対象外とするような例

である。 
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図 2-3 「口絵」（イラスト） 

 

 

図 2-4 「口絵」（写真） 

 

 

 

図 2-5 「標題紙」 

 

 

図 2-6 「献辞」 

 

 

 
図 2-7 「目次」 

 

 

図 2-8 「凡例」 
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図 2-9 「索引」 

 

 
図 2-10 「奥付」 

 

 

図 2-11 「広告」 

 

2.4 サンプル抽出基準点の取得ページの指定に関わる問題点 

サンプル抽出基準点の取得ページの指定で問題になる点は大きく 2点ある。 

まず，「前付」「冊本体」「後付」を分割しがたい場合があることである。「前付」の判断

には，最初に「目次」を用いる。「目次」，及びその前にあるものはすべて「前付」と認定

する。例えば，「目次」より前に書籍のタイトルを有するページがあれば，それは「前付」

に位置する「標題紙」と見なしてサンプリングの対象ページにしない。しかし，「目次」と

「冊本体」の間に書籍のタイトルを有するページがあれば，それは「冊本体」の「中扉」

と見なして，サンプリングの対象ページとする。この冊本体の「中扉」がある場合は，「前

付」の境界を，「目次」からこの「中扉」の直前にずらして考える。つまり，「目次」より

後ろであっても，「中扉」より前に存在するものがあれば，それも「前付」になる。例えば，

図 2-12 に示したパターンＡ，Ｂ，Ｃのように捉えるのである。ところが，「目次」がない，

「中扉」がないなど，この認定手順を適用できない体裁を持つ書籍も少なくはなく，その
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際には個別判断が必要になる。 

「後付」の判断には，「前付」以上に個別判断が必要になる。「奥付」は「後付」の典型

と言えるため，「奥付」とそれ以降は「後付」と言えるが，「奥付」より前において，「冊本

体」との「後付」との境を決められる典型はない。 

2 点目の問題は，文章量の多少を決めがたい点にある。原則は，2.3.2 節で述べた通り，

「口絵，標題紙，献辞，目次，凡例，索引，奥付」などは文章量の少ない文章類型として

捉えている。しかし，それらと似ているもので文章量が多いと考えられる場合がある。ま

た，図表のみからなるまとまりである場合以外の「付録」も，文章量が多い場合がある。

それら文章量が多いものはサンプリング対象となるかを個別に判断する必要がある。 

 

 

 

 Ａ．「中扉」の直前の「目次」まで    Ｂ．「目次」まで     Ｃ．「中扉」の直前まで 

 

図 2-12 「前付」の捉え方のパターン例 
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続く作業は，可変長サンプルと固定長サンプルの範囲指定である。 

固定長サンプルの場合は，入力対象となる部分に留意して 1,000 字を含む部分を範囲指

定すればよいため，第Ⅱ部では取り上げない。 

可変長サンプルは，1万字を超えない範囲で，章や節など，言語的，論理的なまとまりを

取得しようとするものである。以下，可変長サンプルの範囲と構造の認定基準について詳

述する。 

 

3.1 「理想範囲」と「完結構造」 

可変長サンプルの範囲は，「理想範囲」と「完結構造」という二点から捉えて把握する。

ここで，「理想範囲」とは，同一著者が書いた論理的な文書構造の全体を便宜的に呼ぶもの

である。また，「完結構造」とは，文書を構成する各階層，例えば，全体，章，節といった

各階層のまとまりを呼ぶものである。 

「理想範囲」は，同一著者が書いた単行本であれば，その「冊本体」，全文である。「前

付」「後付」にはその範囲は及ばない。逆に，「前付」「後付」にサンプル抽出基準点が定ま

る場合は，「理想範囲」は，その位置において完結した構造を取得できる範囲である。また，

分担執筆の著作（3.3.1 節）や，同一著者による複数作品の著作（3.3.3 節）のような場合

は，その「理想範囲」は，その「冊本体」の中に分割される，同一の著者が書いた一つの

論理的な文書構造の全体である。該当する文書構造全体が上限 1 万字におさまる場合は，

その全文を収録対象とする。このような場合を，「理想範囲」が「完全」で，「完結構造」

が「完結」の可変長サンプルであると呼ぶ。 

しかしながら，多くの場合は，「冊本体」の全文が上限 1万字を超えるため，その全文を

取得することは少ない。「前付」「後付」であっても，その全文が上限 1 万字を超えること

がある。そのような場合は，同一著者の書いた文章構造の中で，1万字におさまる，サンプ

ル抽出基準点を含む,章や節の 1 階層を取得する。1 万字におさまる適当な章や節がない場

合は，章や節相当と見なせる，論理的なまとまりを取得する。このような場合を，「理想範

囲」は「不完全」で，「完結構造」は「完結」である可変長サンプルであると呼ぶ。 

なお，サンプル抽出基準点を章題の文字列より取得する場合に，該当章が 1 万字を超え

るような場合がある。このような場合は，章題に加え，至近の「一つ下の階層構造」を取

得する。本来取得したかった「完結構造」（該当章）を部分的にしか取得できていないため，

これを「理想範囲」は「不完全」で「完結構造」は「一部完結」と呼ぶ。 

さらに，1万字におさまる範囲内に，適当な論理的なまとまりを認定できない場合が少な

からずある。このような場合は，サンプル抽出基準点を含む，含まないに関わらず，冒頭

より機械的に 1万字を可変長範囲とする。このような場合を，「理想範囲」が「不完全」な

ことに加え，完結構造も「不完結」である可変長サンプルであると呼ぶ。 
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以上述べた通り，可変長サンプルの「理想範囲」と「完結構造」の組合せパターンは，「完

全・完結」，「不完全・完結」「不完全・一部完結」「不完全・不完結」の 4 つのうちのいず

れかになる。例えば，「第 3章」の中にサンプル抽出基準点があった場合を仮定すると，次

の通りである。 

 

① 第 3 章に著者名の記名があり，第 3 章全体が 1 万字以内である。：理想範囲「完全」，

完結構造「完結」 

② 第 3 章より上の範囲が同一著者の同一著作である。1 万字以内におさまる最大が第 3

章全体である。：理想範囲「不完全」，完結構造「完結」 

③ 第 3章より上の範囲が同一著者の同一著作である。第 3章は 1万字を超える。サンプ

ル抽出基準点が第３章の章題に当たる。1 万字以内におさまる最大が第 3章の一つ下

の構造第 1節である。：理想範囲「不完全」，完結構造「一部完結」 

④ 第 3章より上の範囲が同一著者の同一著作である。第 3章は 1万字を超える。その下

には階層構造がない。冒頭から 1万字が範囲である。：理想範囲「不完全」，完結構造

「不完結」 

 

 以上を図示すると，次の図 3-1 の通りである。 

 

 

図 3-1 可変長サンプル範囲 4パターンの例 

 

3.2 可変長サンプル例 

先に述べたように，可変長サンプルの「理想範囲」と「完結構造」の組合せパターンは，

「完全・完結」，「不完全・完結」「不完全・一部完結」「不完全・不完結」の 4 つのうちの
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いずれかになる。「不完全・不完結」となる例はここでは引かないが，それ以外のものを順

次例示する。 

図 3-2 は，「立松晃」の節の末に著者表示があることにより，「立松晃」の節が「理想

範囲」である。その全体が 1万字以内におさまるため，「完全・完結」の例である。 

 

 

図 3-2 理想範囲「完全」，完結構造「完結」 

 

上限 1万字制約により，「理想範囲」が「不完全」となる場合は非常に多い。そこで，実

際にどのようなサンプルが取得されているのか，「不完全・完結」の例を 4 例示す。また，

最後に，「不完全・一部完結」の例を引く。 

図 3-3 は，「冊本体」はもとより，「3章」全体でも 1万字を超えているため，その下の「3.1

節」が可変長範囲となったものである（紙幅の都合により冒頭ページのみ表示）。 

 

 

図 3-3 理想範囲「不完全」，完結構造「完結」 その１ 

ここに著者表示あり 
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図 3-4 は，「冊本体」では 1万字を超えてしまうため，その下の「タ行」という階層が可

変長範囲となったものである（紙幅の都合により冒頭ページのみ表示）。 

 

 

図 3-4 理想範囲「不完全」，完結構造「完結」 その２ 
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続く，図 3-5 と図 3-6 も，一つ上の階層が 1 万字を超えてしまうため，その下の階層が

可変長範囲となったものであるが，特に文字数の少ない範囲となったものである。ＢＣＣ

ＷＪでは，可変長サンプルの文字数の上限（1万字）は設けているが，下限は設けていない。

よって，文字数の少ない可変長サンプルであっても不問としている。図 3-5 の可変長範囲

は「メイショウジンライ」の部分だけであり，図 3-6 の可変長範囲は「ままかり」の部分

だけである。これらはいずれも可変長範囲だけでは 1,000 字の固定長範囲が取得できない

ため，第１章で述べた，固定長範囲が可変長範囲を超えて先に延びる，「overflow」タイプ

のサンプルとなる。 

 

 

図 3-5 理想範囲「不完全」，完結構造「完結」 その３ 
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図 3-6 理想範囲「不完全」，完結構造「完結」 その４ 
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最後に，サンプル抽出基準点を章題の文字列より取得する場合に，該当章が 1 万字を超

えたため至近の「一つ下の階層構造」を取得し，理想範囲「不完全」，完結構造「一部完結」

となった例を示す（図 3-7）。1 

 

 

 図 3-7 理想範囲「不完全」，完結構造「一部完結」

                                                   
1 このサンプルの場合，「一つ下の階層構造」は，小見出しで区切られる「三人の女」である。区切りの認定については，

3.4 節で解説する。 
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3.3 「理想範囲」の捉え方 

 

3.3.1 著者とその「理想範囲」の認定 

同一著者が書いた論理的構造の範囲を把握するために，著者とその「理想範囲」の認定

が重要である。例えば，共著の場合，章ごとに，紙面，目次，奥付等に分担明記があれば，

各章それぞれの著者による「理想範囲」と捉える。もし，分担明記がなければ，共著によ

る全体が一つの「理想範囲」と捉えることになる。図 3-8 は，分担明記があるため，「三頭

山」という一項目を「理想範囲」とする例である。 

 

 

図 3-8 分担執筆で紙面に著者表示あり 

 

また，対談，座談，インタビューなどの場合は，いずれも原則は，発話者一人ひとりを

単独著者として「理想範囲」を分割せずに，まとまり全体を共著の「理想範囲」であるも

のとして扱う類型である。図 3-9 に対談，図 3-10 に座談，図 3-11 にインタビューの例を

示す。 

 

ここに著者表示あり 
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図 3-9 対談 

 

 

 

図 3-10 座談 
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図 3-11 インタビュー 

 

次の図 3-12 も対談の例ではあるが，この例は文章の終わりに，対談後の対談者のみの単

独記述があるものである。そのような場合も文章類型を優先させ，終わりの部分も含めて

対談全体を一つの「理想範囲」としている。単独記述の部分だけを単独著者の一つの「理

想範囲」として認めるという考え方はしていない。 

 

 

図 3-12 対談（終わりに対談者の単独著述部分あり） 
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 次に，「本文」の前に「あらすじ」が示されているような例を考える。場合によっては，

「あらすじ」は「本文」と別著者である可能性も否定できない。しかしながら，「あらすじ」

という内容の性質上，「本文」に付随するものと考える。よって，「あらすじ」と「本文」

という類型は，全体が「本文」の著者の一つの「理想範囲」として捉えるものである。例

えば，次の図 3-13 がその例である。 

 

 
図 3-13 あらすじと本文 

 

さて，以上までの例とは逆に，あるまとまりが一つの「理想範囲」とならない類型もあ

る。例えば，往復書簡である。往復書簡は，往と復の組合せで共著による一つの「理想範

囲」とは捉えず，一つの書簡を一著者による個別の「理想範囲」と考える。図 3-14 がその

例である。 
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図 3-14 往復書簡 
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最後に，Ｑ＆Ａ形式の場合を考える。Ｑ＆Ａ形式の典型は，Ａの著者がＱを引用してい

るものと考え，Ｑだけ，あるいはＡだけで「理想範囲」とすることはしない。また，Ｑ＆

Ａの組合せを「理想範囲」として区切ることもしない。原則にのっとって「冊本体」以下

の「理想範囲」を認定すればよい。 

ただ，Ｑ＆Ａ集の場合，Ａの著者が複数いて，各Ｑ＆Ａに分担明記がある場合は，一つ

のＱ＆Ａが一つの「理想範囲」になる。例えば，次の図 3-15 のような場合である。 

 

  

 
図 3-15 Ｑ＆Ａ（分担執筆の著者表示あり） 

ここに著者表示あり 
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3.3.2 著者とその「理想範囲」の認定に関わる問題 

共著である場合，あるいは，共著と考えられるような場合に，単独の著者別に文章をど

こまで分割して捉えるべきかが問題になることがある。 

例えば，翻訳書において，原著者一人に対し，訳者が各章で異なる場合は，各章がそれ

ぞれ原著者と訳者の共著による「理想範囲」である。 

また，著者が一見して判断しにくい場合も問題である。例えば，料理レシピの場合，料

理人が著者の場合もあれば，料理人とは別に編者がいて，そちらを著者とみる場合もある。

例えば，図 3-16 は分担明記のある料理人を著者と認定できる例である。このような場合は，

料理人の明記されている一つの料理手順の部分が「理想範囲」と捉えられる（「夏梅」氏を，

「肉じゃが」の節の著者と認め，「肉じゃが」全体を「理想範囲」とする）。ただし，この

サンプルの場合，サンプル抽出基準点が章題に当たっているため，分担明記の有無に関わ

らず，冊本体全文「理想範囲」になる。1万字におさまる最大が「1章」であるため，ここ

では「1章」が可変長範囲になっている。  

 

 

 
図 3-16 料理人の著者認定（分担執筆の明記あり）によらないもの 
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3.3.3 作品集等の場合の「理想範囲」 

同一著者が書いた単行本であれば，その「冊本体」全体を一作品と見なし「理想範囲」

とする原則を 3.1 節で述べたが，個人全集のような作品集の場合には，その原則を適用せ

ずに，一作品を一つの「理想範囲」であると考える。 

 

 

図 3-17 一作品が一つの「理想範囲」（初出表示あり）
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一作品を一つの「理想範囲」と考える理由は，作品集におさめられた作品は，別時期に，

別媒体にて公表された作品の再録であることが多く，一冊の単行本におさめられていると

しても，それらの作品は寄せ集められたものと考えられるためである。よって，まずは書

籍のタイトル等に「集」とある場合は，作品単位で「理想範囲」を認定する。また，タイ

トル等に「集」がない場合でも，各作品が再録であることが初出表示等により明確であれ

ば，一作品を一つの「理想範囲」としている。典型は，個人全集であるが，短篇小説集や，

エッセー集等の場合も一作品を一つの理想範囲と認めることが多くある。例えば，図 3-17

のような例である。 

なお，そのような作品集については，たとえ，複数の作品を束ねる部立て，章立てがあ

る場合でも，一作品で一つの「理想範囲」であると考える。ただし，サンプル抽出基準点

が章立ての文字列の一つである場合は，原則に立ち戻り，その「冊本体」を「理想範囲」

とする。 

 

3.4 「完結構造」の捉え方 

可変長サンプルの範囲指定における問題として，「完結構造」の把握，すなわち，章節構

造の把握そのものの難しさがある。 

例えば，図 3-18 は，最終章である 4章の直後にある「結論」という部分に，サンプル抽

出基準点が当たった場合である。この「結論」を含む「冊本体」の全体を取ろうとすると，

1万字制限を超えてしまう。物理的な位置は4章の中であるが，書籍全体の結論であるため，

4 章の下位に含めることもしがたい。この例は，レイアウト上，結論部分だけが取得可能な

最大の論理的なまとまりであると判断し，可変長範囲は「結論」部分のみとした。このよ

うに，章節構造の把握には，内容にも踏み込んだ判断がしばしば必要になる。 

 

 

図 3-18 物理的に 4章の下位に位置づけられている「結論」 
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加えて，章節構造の把握のためには，見出しや区切り記号の認定が必要であるが，そこ

にも問題が多く存在する。見出しや区切記号りについては，多様な形式への対応が必要に

なる。見出しには，「一」「二」などの順番を持つもの，イラストで表されるものなど様々

あり，区切り記号にも，記号，イラスト,線，など様々ある。見出しや区切り記号がない場

合は，空行を区切りとして認定する必要が生じるが，一行空行，二行空行などで使い分け

のある場合は留意せねばならず，また，引用前後の空行は，区切りとみないよう留意せね

ばならない，といったことがある。 

以下，図 3-19 はイラストで区切る例，図 3-20 は空行で区切る例である。なお，見出し

については第５章で述べる。 

 

 

 

 

図 3-19 イラストによる区切り 

 

図 3-20 空行による区切り 

空行による区切り イラストによる区切り 
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ここでは，第Ⅰ部第 4章で述べた［排除基準 3］～［排除基準 5］の適用によって排除指

定をする対象のうち，次の２点について説明する。 

 ①言語表現を主体としない，あるいは，文字列が図式化されている「フィギュア」 

       ［排除基準 3］ ［排除基準 4］ 

 ②現代日本語を主体としないブロック形式部分  ［排除基準 5］ 

 

4.1 「フィギュア」 

第Ⅰ部で述べた通り，「フィギュア」は「フィギュア本体」とそれに付帯する「キャプシ

ョン」とに分かれる（以降，「フィギュア本体」のみを「フィギュア」と呼び，「キャプシ

ョン」は「キャプション」で呼び分ける）。「キャプション」はサンプリング対象であるた

め，ここでは言及せず，次の第５章で説明する。 

「フィギュア」は，［排除基準 3］ ［排除基準 4］によって，排除されるものである。そ

のおおよその類型は，次の通りである（類型別の詳細は 4.1.1 節以降に後述する）。 

○類型 1 

 ・写真 

 写し込み 

○類型 2 

 ・イラスト 

 漫画  

○類型 3 

 ・図解 

 グラフ 

○類型 4 

 ・分岐型フローチャート  

 表1 

類型 1 の写真や，類型 2 のイラストにおいて，そこに一切文字がない場合は，収録可能

な文字列が存在しないため，当然，排除対象である。その判断に迷うことは，まず，ない。

よって，そのようなものはここではこれ以上言及しない。また，類型 1～4 を通し，「フィ

ギュア」とともにある文字列が「フィギュア」の一部であるのか，そうではなく，［選択基

準 4］でサンプリング対象とする「キャプション」であるのか，という判断もまた，しばし

                                                   
1 第Ⅱ部では，サンプリング対象外とするものだけを「表」と呼ぶ。すなわち，第Ⅰ部図 3-5 で示した行

列見出しを備えたようなものだけを「表」と呼び，第Ⅰ部図 3-6 のようなものは「表」とは呼ばない。 
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ば問題になるが，この問題についてもこれ以上は言及しない。 

ここでは，「フィギュア」に該当する場合，しない場合の判断に伴う問題について取り上

げる。類型 1～3 においては，文字列を含む「フィギュア」が，「フィギュア」が主体であ

るものであるかを判断する必要がある。「フィギュア」が主体である場合の類型化が一つの

課題であり，当該部分がそれら類型に該当するものであるかの判断が問題になる。類型 4

においては，「文字列が図式化されているか」の判断が問題になる。 

以下，類型別に，事例を挙げて上記問題について説明する。 

 

4.1.1 類型 1:写真 

図 4-1 は，写真内に文字列があるが，あくまでもその文字列は写真の一部であるため，

文字列を含む写真ごと排除対象となる例である。一方，図 4-2 は，地の部分が写真であり，

その上に文字列が配置されている。これらの文字列は，写真の一部ではなく，主体的な言

語表現である。よって，当該の文字列は収録対象となる例である。 

 

 

図 4-1 写真の一部に文字列（看板の文字） 

 

図 4-2 写真の上に文字列 

 



 

 

68 

4.1.2 類型 1:写し込み 

 画像として写し込んだものを，「写し込み」と呼び，写真の下位類型として考える。よっ

て，一部に文字列を含んでいるもの，文字列のみであるものも，この類型で捉えるものは，

文字列を含めてすべてを「フィギュア」として排除対象とする。 

 例えば，DVD などのパッケージ，書籍の表紙等の画像，コンピュータのキャプチャ画面な

どである（図 4-3，図 4-4，図 4-5）。パソコンソフトで作成したスライド画面をそのまま貼

りつけたようなものも，この延長で考える。 

 

 

 

 

図 4-3 パッケージ 
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図 4-4 書籍の表紙 

 

 

 

 

図 4-5 コンピュータのキャプチャ画面 
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 また，文書形式を示す目的のためにもとの形態を残したままで書式を貼りつけたと考え

られるものも，この「写し込み」の類型で捉える。例えば，婚姻届，確定申告の書類など

である。図 4-6 は，明細書の書式が挿入されている例である。また，紙面をそのまま切り

取って提示するようなものも，「写し込み」である。例えば，新聞記事（図 4-7）や週刊誌

の記事などである。 

 

 

図 4-6 文書形式を示す書式 

 

 
図 4-7 新聞記事 
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4.1.3 類型 2:イラスト・漫画 

イラストは，典型的な場合には文字列を含まないため，写真と同様に，「フィギュア」の

典型例と言える。イラストに文字列が含まれる場合は文字列ごと排除対象とする（図 4-8）。 

一方，漫画は文字列を含むことが多い類型である。しかしながら，必ずしも表現の主体

が文字列であるとも認めがたい。漫画は少なくとも，視覚表現と言語表現の併存によって

成り立っているため，文字列のみを抽出し列挙したところで，十分な言語表現であるとは

言いがたい。ＢＣＣＷＪでは，漫画をそのようなものと考え，文字列ごと排除対象とする。

なお，そもそも本１冊丸ごと漫画であるような場合は，第Ⅰ部 2.2.3 節で述べた通り，言

語表現が主体ではないという理由から母集団の定義の時点で除かれている。 

 

 

図 4-8 イラスト（中に文字列有り） 
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4.1.4 類型 3:図解 

図 4-9 に示すような引き出し線のついた文字列が「フィギュア」の細部を指し示してい

るものを図解の典型と考える。図説とも言われるものである。引き出し線によって文字列

が「フィギュア」と結ばれていることをもって，文字列は「フィギュア」に含まれる一部

であり，文字列よりも「フィギュア」が主体であると考える。図 4-10 のような場合も同様

に考え，引き出し線によって結ばれる文字列は「フィギュア」に含まれるものと捉える。

ただし，例外的に，図 4-11 のように引き出し線で結ばれる文字列が，第Ⅰ部第 4章で述べ

た［選択基準 2］の章節構造を持つ本文と見なせる場合は図解とは考えず，図のみを「フィ

ギュア」として排除対象とし，文字列部分はサンプリング対象とする。 

この「フィギュア」の図解の類型として，「地図，スポーツのポジション図，棋譜，碁譜，

牌図」などを扱う。これらはいずれも文字列を含むものであるが，その配置などに意味が

あることを重視し，図解の類型とするものである。よって，いずれも文字列を含めて排除

対象とする。図 4-12～図 4-16 にそれらの例を順に示す。 

 

 

図 4-9 引き出し線付き図解 その１ 
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図 4-10 引き出し線付き図解その２ 

 

 
図 4-11 引き出し線付き文字列部分は本文 
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図 4-12 地図 

 

 

図 4-13 スポーツポジション図 
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図 4-14 棋譜 

 

 

 

図 4-15 碁譜 
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図 4-16 牌図 

 

4.1.5 類型 3:グラフ 

グラフの典型例は，棒グラフ，折れ線グラフ，円グラフである。文字列がグラフ上に示

されることが多くあるが，それらの文字列はグラフに含まれる補助的なものであり，主体

はフィギュアであると考える。よって，図解同様，文字列を含めて排除対象とする。典型

的なものを図 4-17～図 4-19 に示す。 

 

 

図 4-17 棒グラフ 

 

図 4-18 折れ線グラフ 

 

 

図 4-19 円グラフ 

 

4.1.6 類型 4:分岐型フローチャート 

文字列と文字列とが矢印で結ばれており，なおかつ，二方向以上に分岐，もしくは二方

向以上から収束しているものを「分岐型フローチャート」と呼ぶ。「分岐型フローチャート」

については分岐や収束があるゆえに，文字列を一方向に読むことができないことを根拠に
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文字列が図式化されている「フィギュア」の類型の一つと考える。典型例は図 4-20 である。

また，図 4-21 のようなものも同じ類型と捉える。 

逆に，文字列が矢印で結ばれているものに分岐や収束がなく，一方向に読むことができ

るものは「直線型フローチャート」と呼び，「分岐型フローチャート」の類型としては扱わ

ず，サンプリング対象とする。例えば，図 4-22 は本文中に矢印で結ばれるチャートのよう

な記述があるが，一方向に読むことが十分可能なため，排除対象とはしない。また，図 4-23

についても文字列そのものは一方向に読むことが十分可能であるため，このようなものも

排除対象とはしない。 

 

 
図 4-20 分岐型フローチャートその１ 

 

 

図 4-21 分岐型フローチャート その２ 
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図 4-22 直線型フローチャート その１ 

 

 
図 4-23 直線型フローチャート その２ 
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4.1.7 類型 4:表 

第Ⅰ部 3.3.2 節でも述べた通り，図 4-24 に示すような「行列見出しを備えた表」を「表」

の典型と考える。さらに言えば，より典型的な表は罫線が引かれている。このような表は

先述の通り，文字列を一方向に読むことができない。そのことを根拠に文字列が図式化さ

れている「フィギュア」の類型の一つと考える。 

 

 

図 4-24 行列見出しを備えた表 

 

 しかしながら，第Ⅰ部 3.3.2 節に，「一見フィギュア本体に見える要素であっても，そ

の内部にある言語表現を一方向に読み進めることができれば，フィギュア本体とは見な

さず，排除の対象とはしない」ことに注意が必要であり，その根本には「印刷紙面上に

現れた文字列は，それが現代日本語として読み進められる限り，できるだけサンプルと

して収録する」という姿勢があると述べた。このことがもっともよく問題になるのは，

「表」の認定においてである。 

 サンプリングする紙面には，「表」，あるいは「表のようなもの」が数多く出現する。

それらのうち，一方向に読むことが十分可能である文字列が，ただ罫線で囲んであるだ

けで，なおかつ，「図表」などと明記されている場合がある。しかし，それらは「図表」

とは認定せず，積極的にサンプリング対象要素と指示すべきものであると考える。逆に，

「図表」という明記はなく，場合によっては本文中に入り込んでいるようなものでも，

一方向に読み進めがたい，図式化された文字列は，「表」と認定し，積極的に排除要素と

指定すべきものであるとも考える。  

 サンプリングする紙面には，典型的な「行列見出しを備えた表」ではない「表のよう

なもの」が数多く出現し，その判断はしばしば難しい。よって，本節では，「表」として
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認めるものと，認めないものとの判断基準とその適用について，詳細に説明する。 

（１）「列見出しを備えた 2列」，もしくは，「3列以上」〔表と認定〕 

 「表」の典型である，「行列見出しを備えた表」に近く，ほぼ「表」と認めているのは，

「行列見出し」のうち，少なくとも「列見出しを備えた 2列」のもの（図 4-25）である。

また，「3列以上」であるもの（図 4-26）も便宜的に「表」と認めている。以上のものは，

少なくとも「列見出し」を備えているということで，あるいは，少なくとも「3 列」は

あるということで，図式化された「表」であると考える。 

 

 

図 4-25 列見出しを備えた 2列表 

 

図 4-26 3 列表 

 

（２）「一方向に読み進められるもの」〔表と認定せず〕 

  逆に，たとえ紙面上に「図」や「表」と明記されていても，たとえ周りが罫線で囲ま

れていたとしても，「一方向に読み進められるもの」は「図」や「表」とは認めない。例

えば，次の図 4-27 のようなものである。 
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図 4-27 罫線で囲まれた「一方向に読み進められるもの」 

 

（３）「列見出しを備えない 2列」〔表と認定せず〕 

 よって，問題になるのは，「列見出しを備えない 2列」の場合である。この時に留意し

なければならない点は，「本文」中に多々用いられる，いわゆる「箇条書き」との異同で

ある。「箇条書き」は，往々にして，連番，記号，マーク，項目名などの「ラベル」と，

項目内容の「アイテム」の「ラベル＋アイテム」の形を取るものであるが，それと「列

見出しを備えない 2 列」との差異はあまり大きくないと言える。罫線で囲んだ「箇条書

き」の例として図 4-28 を示す。先の図 4-27 で引いた例と，文字列を一方向に読むとい

う点において，差がないことが確認できる。 

 

図 4-28 罫線で囲まれた「箇条書き」 

 

 そこで，「本文」とは形式的にも文脈的にも区別される「列見出しを備えない 2列」が

あった場合，その右列の属性によって，「表」か否かを判断する。通常は，「列見出しを

備えない 2列」は「箇条書き」の「ラベル＋アイテム」であると考え，「表」とは認めず

サンプリング対象とする。例えば，次に示す図 4-29 や，図 4-30 のようなものである。 
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図 4-29 列見出しを備えない 2列 その１ 

 

 

図 4-30 列見出しを備えない 2列 その２ 

 

（４）「列見出しを備えない 2列」:右列非現代日本語〔表と認定〕 

 「列見出しを備えない 2 列」の場合，右列が英語など非現代日本語である場合は，サ

ンプリング対象とはしない。それは，「ラベル＋アイテム」という考え方を「列見出しを

備えない 2列」に適用することによって可能である。 

「箇条書き」の「ラベル＋アイテム」においては「アイテム」を主たる構成要素と認

める。よって，「アイテム」が排除対象であれば，「ラベル」がたとえサンプリング対象

であっても，「ラベル」と「アイテム」両方を排除対象とする，という基準を設けている。

「ラベル＋アイテム」形式の実を担う「アイテム」部分を排除するのであれば，「ラベル」

だけを読ませる意味はもはやないと考えるためである。この考え方を，「列見出しを備え

ない 2列」の場合にも適用する。 

次の 4.2 節で詳述するが，非現代日本語はブロック形式であれば排除対象となる。よ

って，右列が非現代日本語であれば，右列は一種のブロック形式であるため排除指定を

する。この時，「ラベル＋アイテム」と同様に，右列を排除する場合は，同時にその左列

も排除する。つまり，結果的に「列見出しを備えない 2列」全体を排除対象とする。 
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そこで，作業の効率化と単純化を図るために，「列見出しを備えない 2列」で右列が非

現代日本語であれば，収録すべき文字列を含まない「表」であると判断して全体を排除

対象することとしている。図 4-31 に，「ラベル＋アイテム」の「アイテム」が英語の場

合も，「列見出しを備えない 2列」の右列が英語の場合も，結果的に同じように全体が排

除対象となるイメージ図を示す。 

 

図 4-31 列見出しを備えない 2列：右列英語 

 

（５）「列見出しを備えない 2列」:右列イラスト・記号〔表と認定〕 

 「ラベル＋アイテム」の「アイテム」がイラストであれば（４）の非現代日本語の場

合と同じく「アイテム」が排除対象であるため，「ラベル」ごと排除対象となる。 

 これに対し，「アイテム」が記号であれば「ラベル」ごと排除対象となるという基準は

設けていない。しかし，実際には，イラストと記号との境は曖昧であり，明確な判別は

しがたい。このため，「列見出しを備えない 2列」の右列がイラスト，記号，いずれの場

合も，全体を「表」と捉え，排除対象と考えることとした。その典型の一つには，交通

標識や地図記号などを並べて，図示するようなものがある。また，笑顔などのイラスト

や★などの記号を並べて，何らかの評価を示すようなものがある。図 4-32 に右列★で評

価を表す例を示す。 

 
図 4-32 列見出しを備えない 2列：右列記号 
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（６）「列見出しを備えない 2列」:右列数値〔表と認定〕 

 次に，右列が数値であるものを考える。「ラベル＋アイテム」の「アイテム」が数値で

あれば「ラベル」ごと排除対象となるという基準は設けていない。しかしながら，イラ

ストや記号で何らかの評価を表すものと，それらを「３」や「５」といった数値で表す

場合は，連続して捉えられるものであると考える。 

また，右列の数値が，例えば，アンケート集計結果における，「○人」や「○％」とい

ったものは，円グラフなどのグラフで表されるようなものが「列見出しを備えない 2列」

として表現されたものと考えることができる。グラフは，4.1.5 節で述べた通り，「フィ

ギュア」の類型であり，排除対象である。 

以上の二つの視点から，右列が数値である場合は「表」と捉え，全体を排除対象とす

る。 

なお，「列見出しを備えない 2列」の右列に現れやすい数値には，他に，為替のレート

表示や，材料の分量表示などがある。それらは，イラストや記号の延長でも，グラフの

延長でも捉えられないタイプではある。しかし，イラストや記号の延長で考える場合や

グラフの延長で考える場合において，右列が数値であれば排除対象となる類型がある，

という事実をもって，作業の効率化と単純化を図るために，右列が数値である場合をひ

とくくりにし，全体を「表」と認めてよい場合の条件の一つとして定めている1。 

 例えば，図 4-33 は，列見出しを備えない 2列の右列が数値であることによって「表」

と認定した例である。 

 

図 4-33 列見出しを備えない 2列：右列数値

                                                   
1 ただし，例えば電話番号はいわゆる数値ではないため，電話番号が右列にあるものは，右列が数値という類型に
は当てはめず，サンプリング対象となる文字列として認めている。 



 

 

4.2 現代日本語を主体としないブロック形式                  85 

 

（７）「実質一方向に読み進められるもの」〔表と認定せず〕 

 最後に，（２）で述べた「表」と認定しない「一方向に読み進められるもの」の例を補

足するものとして，実質そうであるものについて説明する。例えば，図 4-34 は 6列ある

ように見える。しかしながら，0,1,2・・・n と，一方向に読み進められるものである。

よってこのようなものも「表」とは認定せず，サンプリング対象とする。 

 

 
図 4-34 実質一方向で読み進められる文字列のもの 

 

4.2 現代日本語を主体としないブロック形式 

  本節では「現代日本語を主体としないブロック形式」を検討する。この類型に該当する

部分は排除対象と判断する。その該当条件は三つあり，その一つ目は，非日本語，非現代

語，非言語のいずれかの要素で構成されていることである。非日本語は外国語の場合，非

現代語は古典語の場合，非言語は，数式やコンピュータ言語の場合である。該当条件の二

つ目は，現代日本語が混在したとしても，非現代日本語が主体と見なせることである。そ

して三つ目は，インラインではなくブロック形式であることである。 

明らかに非現代日本語である要素のみで構成され，ブロック形式であれば，上記の三条

件が揃うため，排除対象であることが瞬時に判断可能である。図 4-35～図 4-38 に，ブロッ

ク形式においてそれら非現代日本語が現れている，典型的な例を示す。 

 

 

図 4-35 ブロック形式の英語 
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図 4-36 ブロック形式の古典語 

 

 

図 4-37 ブロック形式の数式 
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図 4-38 ブロック形式のコンピュータ言語 

 

以上，図 4-35～図 4-38 に，順に，ブロック形式の英語，古典語，数式，コンピュータ言

語の部分が排除要素として指定される例を示した。 

実作業においては，「非現代日本語か」「非現代日本語が主体か」「ブロック形式か」とい

う条件ごとに,その吟味，判断が必要になる。例えば，出典の明示がない場合に，古典語か

否かを判断することが難しいことがある。また，ほとんどが非現代日本語であるブロック

において，現代日本語が一部分混じるような場合，それが（ ）内であれば，従要素と見

なし主体は非現代日本語であると判断してよい，といった細かな作業基準の検討が必要に

なる。例えば，英語に（ ）が付く例を図 4-39 に，古典語に（ ）が付く例を図 4-40 に

示す。 
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図 4-39 ブロック形式の英語に（ ）が付くもの 

 

 

図 4-40 ブロック形式の古典語に（ ）が付くもの 
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第５章 サンプリング対象要素の確定と入力順の指定 

柏野和佳子・稲益佐知子・田中弥生・秋元祐哉 

最後の作業段階は，対象外要素を排除した後に残っている部分を，サンプルとして収録

すべき対象部分として確定し，電子テキストとして収録するための入力順を指示すること

である。その際に留意すべき点は，適切な論理構造および対象要素が，一次元の文字列と

して取得できているかを最終確認することである。 

これまでの作業段階において対象外要素を排除した結果，収録対象として残る文字列部

分は，次のいずれかである。 

・見出し1  

・本文  

・キャプション  

・注（脚注・後注） 

以下，それぞれについて，最終的にサンプリング対象要素を確定させ，テキスト収録の

入力順をふる際に留意する点を述べる。 

 

5.1 「見出し」 

可変長サンプル範囲を考える際には文章構造の把握が必要であり，そのために「見出し」

の認定は欠かせないものである。それに加え，収録後のテキストの構造化の際にも見出し

は重要な意味を持つ。ＢＣＣＷＪにおいて，収録した後のテキストの構造化の際には，章

節構造を明示させるため，「本文」を統括する「見出し」の認定が重要になるのである。よ

って，サンプル作成の最終段階において，「見出し」を再確認し，その「見出し」を収録テ

キストの頭に配置するよう，入力順の指示を工夫する必要がある。 

例えば，図 5-1 と図 5-2 は，同じサンプルの別紙面の画像である。図 5-2 が見出しのあ

るページであり，図 5-1 はその次の見開きページの左上に示されていた図 5-2 の部分の拡

大である。この「柱」や，目次のタイトル表示などを参考にし，図 5-2 では，「見出し」部

分の入力順の指示をしている。 

 

図 5-1 見出しの入力順指示に留意するものの「柱」部分 

                                                   
1 ここで「見出し」とは，第Ⅰ部 4.2 節「選択基準」で述べた，「本文」を統括する見出しである「章節見

出し」のことを言う。以下，同じ。 
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図 5-2 見出しの入力順指示に留意するものの「見出し」部分 

 

また，構造化における，「見出し」認定の必要性の高さにより，通常は収録対象外となる

非現代日本語であっても，それが「見出し」相当と認められれば，その部分を収録対象と

する。このことは，第Ⅰ部 4.3 節で[運用基準 3]として述べた通りである。 

例えば，図 5-3 に示すように，「見出し」が非現代日本語（英語や古典語）であれば，そ

れをそのまま「見出し」として入力するよう指示する。また，図 5-4 では，テレビのイラ

ストの中の「７」という章番号に当たる文字を入力するよう指示しているが，このように，

「見出し」の文字列がイラストの中に入っている場合は，その文字列を取り出して入力す

るよう指示する。さらに，非言語で入力できない，例えばイラストそのものが「見出し」

相当である場合は，そのことを表すタグの入力を指示する。
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図 5-3 「見出し」が英語 

 

 

図 5-4 「見出し」の文字列をイラストの中から取り出すもの 

5.2 「本文」 

テキスト収録という観点において，「見出し」同様に，「本文」の確定と入力順の指示に

おいても，論理構造の把握が重要である。「見出し」の認定の際には，まとまったテキスト

部分を統括するものを探すが，「本文」の確定には，逆に，「見出し」として認定したもの

が統括する範囲を再確認することになる。 

例えば，図 5-5 に示すようなガイドブックのような紙面は，大小さまざまなレベルの「見

出し＋本文」のまとまりが複数存在する。それらまとまりが分かるよう，入力順を指示す

る必要がある。 

イラストの中から取り出す 
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図 5-5 入力順指示に留意するもの 

 

入力順の指示で留意するものの例として，ほかに，「コラム」がある。その内容や形式に

応じて，道なりに入力すべきか，適当な章節末に位置づけて入力すべきかの指示が必要に

なる。また，章節末の位置を指示する際には，コラムが本文のどの階層構造に位置づけら

れるものであるかの判断も必要になる。例えば，図 5-6 は，コラムも各節も同じ階層にあ

ると見て，コラムはそのまま道なりに入力することを指示した例である。 

 

 
図 5-6 「コラム」を道なりに入力するもの 

ここで入力 
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一方，次の図 5-7 は，コラムが「Ⅴ章 2節(1)」の本文途中に挿入されているものである。

挿入箇所では道なりには入力しがたいため，「Ⅴ章」「2節」「(1)」のうちいずれかの章節末

での入力指示が必要である。この例では，内容，及び他の章節にある同様の「コラム」と

の形式の比較等により，この書籍においてコラムは「節」の階層に位置づけられるものと

判断し，「2節」末で入力するよう，指示をしたものである。 

 

 
図 5-7 「コラム」を章節末に入力するもの

ここで入力 
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5.3 「キャプション」 

第Ⅰ部第 4章で述べたように，「キャプション」は，［選択基準 4］により，収録対象であ

る。写真に伴う「キャプション」の典型例を図 5-8 に，表に伴う「キャプション」の典型

例を図 5-9 に示す。 

「キャプション」の入力順は，「フィギュア」の種類に関わらず，他の「本文」などとあ

わせて道なりに入力するか，あるいは，「本文」などのまとまりを一通り入力し終えた後に

まとめて入力するか，いずれか適当と判断する方を指示する。 

 

 
図 5-8 写真の「キャプション」 

 

 

図 5-9 図表の「キャプション」 

 

なお，第Ⅰ部 4.4 節で説明した通り，例えば，「カタログ」のような紙面の場合，写真や

イラストを解説する文字列，すなわち「キャプション」に相当する文字列は，「本文」とし
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て認定される。例えば，次の図 5-10 のようなものである。また，その次に示す，図 5-11，

図 5-12 も，写真やイラストの「キャプション」に相当する文字列が「本文」として認定さ

れる例である。 

 

 

図 5-10 カタログのような紙面で写真に伴う「キャプション」相当文字列が 

「本文」であるもの 

 

 

図 5-11 写真に伴う「キャプション」相当文字列が「本文」であるもの 
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図 5-12 イラストに伴う「キャプション」相当文字列が「本文」であるもの 

 

5.4 「注」 

注には，基本的には同一ページにある「脚注」と呼ばれるものと，巻末や章節末にある

「後注」と呼ばれるものとがある。いずれも，注マーカーのある形式段落の最後で入力す

るよう，指示することとしている。例えば，次の図 5-13 では「脚注 3」を注マーカー「―3」

のある形式段落末で入力するよう指示している。 

 

 

図 5-13 脚注：マーカーあり

入力順「3」をここで入力 

脚注：入力順「3」 
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 一方，注マーカーがない場合もある。その場合は，太字，下線，フォント差などから，

あるいは，形式的な手がかりがなくても，語句の対応が容易に分かる場合には，対応のと

れる形式段落の最後で入力するよう指示する。 

例えば，図 5-14 は，注マーカーのない脚注の例である。語句の対応から，脚注を形式段

落の最後に入力するよう，指示しているものである。 

 

 

 

図 5-14 脚注：マーカーなし 

 

対応が取れない時は，それが脚注の場合は，章節末にまとめて入力するか，可変長サン

プルの最後でまとめて入力するよう，指示する。それが後注の場合は，可変長サンプル内

に後注が存在する場合は道なりに入力するよう指示するが，可変長サンプル外にあれば，

範囲外のものとして，収録対象とはしない。 

入力順「4,5,6」をここで入力 

入力順「8」をここで入力 

脚注：入力順「4,5,6,8」 
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第６章 まとめ 

柏野和佳子・稲益佐知子・田中弥生・秋元祐哉 

第Ⅱ部では，文章構造に沿って範囲を絞り，サンプリング対象文字列を絞り，最終的に

ＢＣＣＷＪに収録するテキストを抽出するまでに至る方法を，可能な限りゆれなく実行す

るための，大小様々な，数多くの基準や手順を示した。そして，実作業に含まれる複雑さ

や作業負担についても言及した。 

我々の基準や手順のポイントは，文章構造に基づく範囲判断と，抽出する文字列の選択

にある。 

もし，文章構造を気にせずに，ページ単位に無作為抽出することにすれば，サンプル作

成の作業効率は上がる。しかし，1ページを超えるまとまった文章構造を取得したいという

要求に応えられなくなるなどの問題が生じる。よって，文章構造に基づく範囲判断を外す

ことはできない。 

また，もし，我々が排除要素として定める，ノンブルや柱，フィギュアの文字列，非現

代日本語などを排除するという判断をなくし，ページから文字列すべてを抽出する方法を

とったとすれば，飛躍的にテキスト抽出の作業効率は上がるだろう。しかしながら，一方

向に読み進められないようなものが混在するテキストがそのまま収録されただけのコーパ

スは，非常に使いにくい。文字列の種々のレベルの違いに細かく対応した電子テキストの

詳細な構造化が必要になるうえ，その後の形態素解析時にも大きな負荷がかかることが予

想される。よって，収録テキストの抽出段階で，一方向に読み進められないようなものを

排除する必要性は高いのである。 

第Ⅱ部では，5年間で，汎用的な 1億語規模の大規模コーパスを均質的に構築するという

課題実現のための，具体的なサンプル作成，収録テキスト抽出のための作業基準，および

手順を報告した。本報告をきっかけとして，様々な観点から議論が深まることを期待した

い。 
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おわりに

均衡コーパス（Balanced Corpus）の価値は、それがいかにバランスのよい言語データの集

合になっているかによって決まる。その一方で、バランスが取れていることの妥当性を客観的

に評価するための尺度は、今のところ存在しない。

そのような中で、均衡コーパスの妥当性を評価するための手がかりとなり得るのは、設計方

針と構築手順のあり方であろう。すなわち、そのコーパスがどのように設計され、どのように

構築されたか、ということの内実を明らかにしておくことが、コーパスの評価を考える上でま

ず必要であると思われる。

BCCWJの持つ最大の特徴は、綿密な調査に基づいて推計した文字数による母集団の厳密

な定義とそれに基づく構成比率の算出、そして数多くの基準をもとに均質的な手続きで無作為

に抽出されたテキストを収録した、大規模な均衡コーパスであるという点にある。均衡コーパ

スとしての妥当性を測る尺度の開発は今後の課題としても、コーパスの設計方針およびサンプ

リングの実施手順がこのような形で明示され、かつ実践されているという点において、従来の

均衡コーパスには見られなかった品質が実現されていると考える。

本報告書では、BCCWJ構築にかかるサンプリングの基本方針、および作業手順について、

具体的な事例を挙げながら示した。多様な体裁を持つ書き言葉の印刷紙面から、コーパスに

収録するテキストを均質的な手続きで抽出するためには、書き言葉の構造の大局的な把握や、

種々の事例に即した数多くの基準と手順の取り決めが必要になる。特に、本報告書で示したよ

うな、書き言葉の構造を踏まえたサンプル範囲の認定基準，およびそこから抽出する文字列の

選択基準は、質の高いサンプリングを実現する上で、不可欠なものと考える。
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